
資料１
第５回中・長期開門調査検討会議専門委員会

日 時：平成１５年１１月９日（日）１３：００～１６：４７
場 所：ホテルニューオータニ博多

○田島・九州農政局整備部次長
それでは、ただいまから第５回中・長期開門調査検討会議専門委員会を開催いたします。
なお、奥田委員、松岡委員は所用のため欠席をさせていただく旨連絡をいただいております。
開会に当たりまして、九州農政局大串局長よりごあいさつを申し上げます。

○大串・九州農政局長
農政局長の大串でございます。本日は日曜日、また、衆議院選挙の当日ということになっておりま
すけれども、お許しをいただきまして第５回専門委員会を開催させていただきました。委員の皆様方
には、非常にお忙しい中にもかかわらずご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。
さて、本日の委員会は、前回の委員会で長時間ご議論をいただいたわけでございますけれども、こ
れに引き続きまして検討会議からの付託事項につきまして、さらに議論を深めていただきたいと思い
ます。
検討会議への報告の時期も迫ってまいりましたけれども、専門的、技術的な立場から活発なご議論
をいただきまして、順次検討、整理がなされることを期待しておるところでございます。
以上、簡単ではございますけれども、委員会の開催に当たりましてのあいさつとさせていただきた
いと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。

○田島・九州農政局整備部次長
ここで、あらかじめお知らせしたとおり、マスコミの皆さんには退室をお願いいたします。
なお、議事の状況は別室のモニタールームで公開しておりますので、そちらで傍聴できます。

〔マスコミ退室〕
これからの議事進行は塚原委員長にお願いしたいと思います。塚原委員長、よろしくお願いいたし
ます。

○塚原委員長
皆様、今、局長さんからごあいさつもございましたように、日曜日にもかかわりませず、本日、専
門委員会を開かせていただきました。お忙しいところ、ありがとうございました。
それでは、ただいまから早速議事に入らせていただきます。
つきましては、まず、本日の新しい資料の確認を事務局の方からよろしくお願い申し上げます。

○田島・九州農政局整備部次長
。それでは、配布資料の確認をさせていただきます。お手元に資料１から順番にそろえてございます

まず、資料１は第４回専門委員会議事録。
資料２．中・長期開門調査に係る検討項目。
資料２－１．中・長期開門調査に係る検討項目 委員意見。
資料２－２．中・長期開門調査に係る検討項目 委員意見（集約 。）
資料２－３．中・長期開門調査に係る検討項目 委員意見（要約 。）
資料３．短期開門調査における被害回避対策。
なお、お手元に参考資料といたしまして、中・長期開門調査検討会議専門委員会の第１回から第４
回までの配布資料の一覧リスト及び前回の第４回の配布資料を用意させていただいております。
以上でございます。

○塚原委員長
よございましょうか。それでは早速、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。
まず、議事の(1)「前回委員会の議事録の確認」でございます。このことにつきましては、既に皆様
方の方に議事録をお送りいたしまして、訂正すべきところは訂正しております。このことについて確
認をお願いしたいんでございますが、いかがでございましょうか。何か改めて訂正その他ご意見ござ
いませんでしょうか。
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なければ、本日のお手元の資料１の議事録は確認していただいたことにいたします。
それでは、続きまして、議題(2)の「中・長期開門調査の検討」に移りたいと思います。
前回からいろいろご議論を賜り、私が事務局と一緒になりまして、本日の会議の資料をいろいろ集
約してきておるわけでございます。
これまでを振り返ってみまするに、短期開門の現地調査を含めた開門総合調査、それから行政対応
特別研究、行政特研と言われておりますが、並びに有明海海域環境調査（国調費調査）の成果をいろ
いろご紹介申し上げて質疑をいただいたわけでございますが、いよいよ中・長期開門調査に係る専門
的、技術的事項につきまして、前回に引き続きまして検討を進めていくことにしております。
今回は第４回の資料もお持ちいただいたことと思っておりますが、これも含めて議論の過程で適宜
使用しながら議事を進めてまいりたいと思っております。
前回の委員会で、検討会議の方から付託を受けております４項目、並びに今度専門委員会で加えた
その他等も含めて、皆様方のご意見というものを出していただきました。非常にお手間をかけてご苦
労かけておりますが、本日、この件につきましていろいろ議事の進行上、皆様方のご意見全文と、そ
れからさらには加えてこれを集約、要約しながら、きょうこれから事務局の方から説明願いながら、
それに基づいて審議していきたいと思っております。
つきましては、またほかに何か議事の進め方についてご意見がありましたら、前もっておっしゃっ
ていただきたいと思っております。
何かほかにございませんか。まず、資料２－１、２－２、２－３、並びにこれを集約、要約したも
のをまずご紹介してから、皆様方のご意見を、またさらに加えるものがありましたら、おっしゃって
いただくという形で進めたいと思っておりますが、よございましょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
ご異議ないようでございますので、それでは、事務局の方から資料２－１、２－２、２－３につい
て説明をしていただくということから始めたいと思います。事務局、よろしくお願いいたします。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
それでは、資料２につきましてご説明申し上げます。
お手元の資料の２－１が、ご提出いただきましたご意見の原本をそのまま添付しておるものでござ
います。ただ、一部体裁を整えるという意味で、当方でワープロ化したものもございますが、内容的
にはそのままを添付してございます。
資料の２－２が……

○塚原委員長
ちょっと待って。それは、委員の方々から出していただいたのは、あいうえお順で並んでいるわけ
ですね。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
そうです。資料の２－１の中で、間に委員のお名前を書いた紙が挟まっており、その後にそれぞれ
ご提出いただいたものを添付すると、そういうスタイルになってございます。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
。資料の２－２が、ご提出いただきました資料をこの検討項目の様式に当てはめたものでございます
、資料の２－２の中には、委員のお名前を添付する形でこの様式の中に盛り込んでございます。ただ

様式にうまく当てはまらないもの、あるいは全項目に共通するようなご意見もございましたので、そ
の場合、まとめて、ある欄で代表して表示しているものもございますが、いずれにしましても、いた
だいたご意見のすべての内容を漏らさずに忠実に転記していると、そういうつもりでございます。
以上が資料の２－２でございますが、その後の資料の２－３、これは本日の議論を進めやすくする
ために委員長のご指示を受けまして作成したものでございます。
この資料の２－３、委員の意見（要約）につきましては、各委員のご意見の中から結論的な部分を
抜き出しております。また、それぞれの欄、ご提出いただいたときの欄とは違う場所に整理している
ものもございます。
そういった意味で、こちらの判断で分解し、あるいは欄を移行したということがございますので、
本来のご趣旨と異なっているような場合があろうかと思いますが、その点につきましては、事前の確
認をしてございませんでしたのでご容赦いただいて、本日の議論の中でご指摘いただければと思って
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おります。
この資料の２－３、要約の各欄の概念といいますか、どのようなものをどの欄に整理したかという
ことを簡単にご説明申し上げます。
(1)の「調査によって期待される成果」の欄につきましては、中・長期開門調査を実施することによ
って得られる成果はどのようなものと考えておられるか。あるいは逆に、さまざまな要因によって成
果は得がたいと、そういった成果に関するご意見を記述してございます。
次の(2)「調査実施に想定される影響とその対策」の欄につきましては、これは文字どおり、中・長
期開門調査を実施するとどのような影響があると考えておられますかと、また、そのことにどう対応
すべきかという基本的な考え方、そういったご意見を記述してございます。
次の(3)「調査にあたっての留意事項」の欄は、中・長期開門調査の実施に先立って行うべき準備的
な作業でありますとか、中・長期開門調査の実施に際して、具体的な調査の方法あるいは調査の視点
といったご意見を記述してございます。
(4)「調査のあり方」の欄には、様式に当てはめるスペースの都合上、資料の終わりの方、ページ数
で申しますと７ページでございますが、中・長期開門調査の必要性に関するご意見、そして、２点目
としまして、中・長期開門調査に当たっては、その目的あるいは意義を明確にして臨むべきであると
いうようなご意見、そして、３点目といたしまして、中・長期開門調査の具体的な方法、例えば、ゲ
ートの開け方に係るもの、あるいは調査に必要な期間ですとか時期など、そういう開門調査の具体的
な方法に関するご意見をこの (4)の中に入れてございます。
特に項目立てはしておりませんが、今申しました調査の必要性というのが一番上で、今、五つの項
目がございます。それが一つのグループ。真ん中が中・長期開門調査の意義あるいは目的に関するよ
うなご意見、そして、一番下のグループが開門調査の具体的な方法に関するご意見、このように大ま
かに区分してございます。
以上の(1)から(4)までが開門調査の実施そのものに関するご意見でございますが、(5)「その他」に
つきましては、直接的には開門調査の実施そのものには係わらないご意見、(1)から(4)に入り切らな
かったものを入れているというものでございます。
ただ、内容をある程度、整理、区分いたしますと、有明海の環境変化のメカニズムをさらに研究す
べき、追求すべきだといった環境変化のメカニズムに係るご意見、これは(5)「その他」の欄の一番上
のグループに載せてございます。
７ページの真ん中よりやや下の段、少しすき間があって始まる下のグループは、諫早湾干拓事業と
有明海の環境変化に係るご意見、そういう類のご意見を７ページの下のグループの方に入れてござい
ます。
そして、８ページに参りまして、８ページには開門調査以外の調査手法、例えば、シミュレーショ
ンでありますとか、現地での観測といった開門調査以外の調査手法に関するご意見を集めてございま
す。
以上が、この資料２－３の委員意見（要約）という資料の構成でございます。

○塚原委員長
ご苦労さまでした。
それでは、まず、資料２－１は皆様方から出たものを原文どおりの形にしておりますが、ご確認い
ただいておりますでしょうか、よございますか。ご確認いただいたと思いますので、これを踏まえて
２－２という形で各項目別のところに皆さん方のご意見を入れたものでございます。ここにお名前も
入っております。
そうしまして、２－３のところで、今度は各項目別に要約したものを入れておりますが、私の考え
では、このところで要約しておりますので、そこのところは２－１、２－２でご意見をいただきたい
と思っておりますが、まずそういう進め方でよございましょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
ご異議がないようでございますので、そういう形で行きたいと思っております。
各項目別にいろんなものが関連しておりますし、事項別にもいろいろ関連がございますので、忌憚
のないご意見をおっしゃっていただいて結構でございますが、まず議事進行のために、この潮位・潮
流という、流動の変化関係のところからご議論いただくということで進めてよございましょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「
それじゃあ、そのような形でまず行かせていただきまして、あと総合的な論議は絶えずしていくと
いう姿勢で行きたいと思っております。
２-３でございますが、これをお開きいただきますと、開門総合調査の方の成果が上がったものを一
番左のところに要約したものがございます。これはもう、皆さんご承知のとおりでございますが、こ
ういう結果になっていると、こういう成果であったということでございます。あと、今度は、
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資料２-３(1)調査によって期待される成果ございますが、これは皆様方のご意見の中で、潮位・潮流
については、この中・長期開門調査の意義、目的、成果という意味でのご意見を賜っているわけでご
ざいますが、この辺のところをまず事務局の方からちょっと説明していただけますか。この得られる

。成果についての意見、得ることが困難とする意見等ございますが、どなたか説明していただけますか
後の方は逐次行きますけど、まずは、しょっぱなでございますので、ちょっとこの皆様のご意見をま
とめたものについて説明していただけますか。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
では、事務局の方でご意見を見させていただいた感じというようなことで……

○塚原委員長
ああ、それで結構です。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
まず、潮位・潮流につきまして、調査によって期待される成果、これは得られる成果についての意
見という、Ａの欄（資料２-３）でございます。
これは開門調査、できるだけ大きく条件を緩めた中で行うことで潮位・潮流に対して変動が期待さ
れ、その結果から、さまざまな知見が得られるということを期待されるというようなご意見でござい
ます。個々には、その得られる仕組みというのは、ここに書いてあるそれぞれの視点から、例えばど
の点に……

○塚原委員長
あんまり詳しく言わなくていいんですよ。どうぞ簡単に……。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
はい。そのように、開門調査によって、そういう成果が得られるというようなご意見がこのＡの欄
（資料２-３）でございます。
一方、成果を得ることが困難とするご意見の中には、開門調査を行っても、なかなか現実に起きる
気象・海象条件の中でその影響を評価するようなことは難しいなど、さまざまな要因によって成果は
得がたいというようなご意見がございました。

○塚原委員長
今、説明の間に目をさーっと流していただいたと思いますけれども、得られる成果についてのご意
見と、成果を得ることが困難だというようなご意見が出てきておりますが、このことにつきまして、
何かご意見を賜ることございませんか。
──やはりこういう進め方ではご意見が出しにくいですかね。それとも、この今の意見を、まず関
連して来ますから、期待される成果が、今、読み方を言っていただいたんですが、さらにこの想定さ
れる影響といいますか、配慮事項とか、あるいは留意事項、この辺のところもずっと含めて説明した
上でいきましょうか。どうしましょうか。何かご意見を賜ることございませんか。
はい、どうぞ。

○滝川委員
資料２－３のところの、調査によって期待される成果ということで、私はＢ（成果を得ることは困
難とする意見）の方に属するような意見を書いた立場です。どういう基準で、まあ学術的といいます
か、専門的立場からそういう見解をとったかというご説明をさせていただきたいと思います。
というのは、Ａ（得られる成果についての意見）の方の得られる成果ということが本当に得られる
のかなと学術的に考えたときに、そういう意見を持っているもんですから、あえて申させていただき
たいんですが、要するに、今現在、堤防が存在している。その中で、門を開ける、閉めるという操作
を行ったにしても、堤防がある前の状態とは違う流動が出てくる。ということは、開けても、もとの
状態と今ある状態との比較にならないという、基本的に境界条件が違う、地形条件が違う、形が変わ
っているということです。
ですから、堤防をとってしまうという条件ならば、それは可能かもしれませんが、水門開門のコン
トロールだけで流動の変化、諫早湾の締め切りの影響の流動変化を検証するということにならない。
今の状況でもって水門を開けた結果、それがどういうふうな流動になるのかということは、水門操作
の影響によって、水門操作の違いによって、それが出てくるかどうかということなので、ちょっと問
題が違うという認識をまず持つべきであるというふうに私自身は思います。開門操作でこのぐらい開
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ければこのぐらい変わるよという調査をやっていることだということです。そこのところの見解がち
ょっと違うんじゃないかなと私は思います。

○塚原委員長
これに対して、今、得られる成果のところで、中・長期の開門調査をやることにおいて影響がわか
るではないか、変化がわかるではないかというふうなことでご主張なされる方ございませんでしょう
か。はい、どうぞ。

○本田委員
滝川先生が今Ｂ（成果を得ることは困難とする意見）と言われましたが、僕はＡ（得られる成果に
ついての意見）の方で書いておりますけど、当然、堤防はあるわけで、堤防を壊せと漁業者は言いよ
るわけじゃない。現実の中で非常に漁業者として困っています。で、水門を開けることによって、そ
こに光明が見出せるんやないかという部分があるわけですね。その辺が、開門調査をしてほしいとい
う漁業者の切実なる気持ちにつながっているというふうに僕らは理解しております。
で、多分一番上の部分は、これは僕が書いた文章じゃないかなと思うんですけど、やることによっ
て、今、彼らが一番不安に思っとる部分、例えば諫早が影響あるかないかということも、いつまでも
それを引っ張っていくというのはやっぱり非常にまずいわけで、どこかできちっと、もし影響ないん
なら影響ないんだ、あるならどの程度あるんだ、ということを明確にしてやる義務もあるんじゃない
かと思うわけですよ。だからそれが、開門調査か、先生が言われるシミュレーションか、それはわか
りませんけど、やるということで話を進める、その辺のところをきちっと明確にしてやる義務は僕ら
にあるんじゃないかというふうに理解はしております。
で、今言うように、僕はＡ（得られる成果についての意見）という部分で出させていただいたとい
うことで、ちょっと滝川先生がＢ（成果を得ることは困難とする意見）ということを言われましたの
で、そういうのもありますよという意見として言わせていただきました。

○塚原委員長
はい、ありがとうございました。
はい、どうぞ。

○白島委員
私は総合的な方で意見を書いとったんですが、やはりＡ（得られる成果についての意見）というと
ころでご意見を述べさせていただきたい。
本質的には、今、本田委員の言われたこともあるんですが、短期調査がやられた、そして一応結果
が出た、それである程度のシミュレーションもできるんじゃなかろうかというようなお話もできてい
るんですが、実際問題として、漁業関係者は、せんだって第４回のこの委員会のお話を聞いて、その
シミュレーションということに実際びっくりしとるところもあるんですね。

、で、私はやっぱり、当初から漁業関係者も言っていますように、大きく開けての開門調査、そして
その現場調査でどういうふうになるのか見たいということを実際に言っていますし、私たちもそれを
実際やってみる必要がある。というのは、かなりいろんな面でマイナス要因なり、プラス要因なりと
いうのを出されていますので、それを実際としてやってみる必要があるんじゃないかと、また、それ
だけの価値があるんじゃないかと思っております。
したがいまして、私の意見としては、当初から、せんだっても申し上げましたけれども、大きく開
門して、そして、その上での現地調査ということはやっぱり必要だろうと。特にこういうあれは、湾
奥部がどういうふうになるのか、特に私、佐賀県なり、福岡県の漁場がどういうふうに変わっていく
のか、それを漁業者に見てもらう必要があると、私も見たいと、そういうふうに思っております。
以上でございます。

○塚原委員長
どうぞ。

○小坂委員
１番目（資料２-３）のところでの潮流の変化がどうなるかということで、前の委員会のときも私は
申し上げましたけれども、いわゆる堤防締め切り前と後の調査を長崎県の試験場で潮流調査をやって
おります。一番悪い一番奥の方で、先般申しましたけれども、小潮のときで20％ぐらいの流れになっ
ていると。大潮、小潮なべて見れば、全体的には半分から60％ぐらいの流れになっているという、私
たちの調査でございますけれども、これを開門して実質７キロの堤防のうちに開けるところが 250メ
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ートルぐらいですかね、それだけの開門で、なかなか流れをもとに戻すということは、現実的に不可
能だという状況で、結果として短期開門調査のときに起こった現象というのは、泥の巻上げ、また漁
場の方に浮泥がたまると、こういう状況が引き起こされるので、果たして湾内は多少は変わるにして
も、有明海の外側まで流れを変えることができるかと、この辺は現実問題として非常に難しいと私は
思いますし、短期開門調査の結果でも見えているようでございますので、これを長・中期にやるとい
うことになると、結果的には諫早湾内の漁場の悪化なり環境の変化というのを起こして、本来の流れ
の改善ということにはならないということで、私は考えております。

○伊勢田委員
私も実はＡ（得られる成果についての意見）の方で書いているんですが、今の小坂委員のお話でい
きますと、潮受け堤防内の水位変動というのを20センチ、これが前提でという話になっているわけで
すね。そこら辺がちょっと基本的に違うところじゃないかなというふうに思います。これをなるべく
大きくして、門を開くことが可能であれば、十分こういった潮の流れの影響もある程度また変わって
くるし、そこら辺がちょっと論点じゃないかなと思うんですけどね。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○白島委員
先ほどから小坂委員の、これを全開にすると、汚染した水が海に出て被害を与えるというようなこ
ともちょっとおっしゃっていたんですが、実際そんなに悪い水なんでしょうか。ただ、問題として漁
業者が言っているのは、大きく開門して、そして有明海全体がどういうふうになっておるのかを見た
いと。今、20センチという話も出ましたけれども、確かに短期開門調査では、そう大きな変動は見ら
れていない。しかし、それより大きく開けた場合がどうなんだという話が全然我々としても見えてな
いし、多分何らかの形があるんじゃなかろうかというふうに思いますし、実際現場の人間もそういう
ふうに思っている。だから、それをやってみる必要があるんじゃないかと、まずそこから始まるんじ
ゃないかというふうに思うんです。
それがないと、ほかの今度はいろんな本体も、以前滝川先生からしかられましたけれども、それだ
けの問題だよというふうにおっしゃいましたが、今度そうなった場合にほかの調査というのも当然そ
れにひっかかってくるんじゃないでしょうかと、私はこの間もご意見申し上げたと思うんですが、や
っぱり現在も同じ考え方を持っております。
以上でございます。

○小坂委員
悪い水というよりも、開けるために浮泥が漁場にたまっていくと、こういうことで現実にアサリ漁
場等に被害が出ているということを私は申し上げた。

○菊池委員
私も20センチというのは、最初に枠をはめられない方がいいと思います。ですから、これは陸上の

、乾田化したところの農作物に対しての塩水のしみ込みというのが一つ危惧されるところですけれども
もう一つは洪水の調節機能ということでいえば、大雨期を除けばもっと開けてもいいのではないかと
いう気がしております。
ですから、中・長期という開けておく期間の長さと、それからどこで開けるかという問題と常に絡
んでくるわけですけれども、大雨の危険のある時期を、これは予測できるかということにもなります
けれども、ある程度そこの洪水のときの調節機能の分というのを、この期間だったらそれほどの心配
は要らないだろうというところで、仮に20センチが50センチになるというぐらいにしたときに、この
前とは違ったものが見えてくるのかどうかということを、量の問題というのは結構大きいのではない
かと思っております。

○塚原委員長
ありがとうございました。
ほかに。どうぞ。

○加藤委員
ちょっと私、わからなくなったんですが、実はこの「開門総合調査の成果」の目的は 「潮受堤防の、

有無による潮位・潮流への影響」と、それがどういう影響を及ぼすかということについて中・長期の
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開門調査でわかるかどうかということだと思うんですね。それからしますと、先ほど滝川先生、本田
委員もおっしゃいましたように、堤防自身をなくしてしまうか、そうでないかという議論になるんで
すが、現状において堤防が存在します。樋門からの流れだけで、いわゆる堤防があるなしの議論がで
きるかというと、これは無理だろうと。ですから、Ａ（得られる成果についての意見）のところの最
後に書かれていますような、いわゆる潮位・潮流が長期開門によって潮受け堤防のあるなしという形
の比較ができるかどうかということについては、非常に疑問じゃないかなというふうに考えておりま
す。
先ほどからいわゆる樋門を開けることによって、それは全開であろうが、制限つきであろうが開け
ることによって、海域の流動がどう変わるかということについては、例えば、諫早湾なり、あるいは
有明海の流動の再生ということで考えたときに、何か一つの方法だというふうに見るならわかるんで
すが、堤防のあるなしということとは違うような気がするんですね。

○滝川委員
私も、今加藤先生がおっしゃいましたように、どうも混同されて、要するに開門をして流動がもと
に戻るという、それと違うんですよね。形が違うから、形状が違うから。幾ら大きく開門して水を出

、し入れしたところで、それはないときとあるときの比較にはならないんですよ。今の状態で開門して
これだけ精いっぱい流したら、こういうふうな流動になりますよという結果が得られる。そうしたら
ですね、確かにそれはそうです。でも、それはあるときとないときの比較じゃない。だから、そこの
ところを勘違いしないように、加藤先生がおっしゃったのは、それが例えば今ある調整池の中の方に
海水が入ってきて、そこのところの生態系が少し変わってきて、浄化機能だとかいろんなものが何か
出てくると。その影響がどの程度あるかということを、今の状況の中で調べるんだったら、それはそ
れでいい。ところが、今ここで議論されている潮受け堤防そのものの潮位・潮流に及ぼす、有明海全
体に及ぼす影響を調べることとは別の課題であるというふうに、そこのところは仕切って今話してい
るつもりなんですけど、どうもそこのところがごちゃごちゃになっている。生態系に及ぼす影響と流
動がどうも一緒になった議論になっているような気がいたします。だから、そこを少し整理されて議
論した方がいいんじゃないかなと。生態系に及ぼす影響は生態系に及ぼす影響の中で、どういう調査
をやればどういうことがわかるのかなという議論を進めていかないと、これはエンドレスの議論にな
っているような気がいたします。
ですから、あくまでもここは物理的な境界条件が変わっていて、それに海水がどの程度導入させる
かという開度の大きさでもって変わるかという議論にしないと、ちょっと収束しないのかなという気
がいたしますけれども。

○中西委員
一通り発言いただきましたので、私も見解を述べさせていただきます。
私は、どちらかというと、Ｂ（成果を得ることは困難とする意見）ということに記述の中に入って
いるわけでございますが、これは基本的にこの調査の目的、調査の限度、それから得られる成果とい
うことで考えると、原点は今議論されているようなところでございますので、それから現実に堤防が

、あり、開門調査の、やはり幾ら言っても限度があると。それと、当初の目的は全く事業がないという
そのことを想定する。あるなしですね。それから見ると、この調査自体はみんな中途半端になってし
まうと、こういう私は前提に立っております。
そういうことにすると、いろんな調査をしても、中間の環境状態を調査するわけですから、今の制
約条件での環境の変化に対する潮流の変化、それが今つくられたシミュレーションの潮流モデルに適
合かどうか、こういうことはできても、本来の目的からいうと、ほど遠いものになるのじゃないかと
いうことでございます。そういう意味でＢ（成果を得ることは困難とする意見）というようなところ
に表現したわけでございますが。
それから、本来の目的ということについては、既に３年間の膨大な調査があって、それにプラス加
えれば、相当なところで、もうある程度わかるのじゃないかと、そういう前提が私の中にはございま
す。
以上でございます。

○塚原委員長
ほかに。どうぞ。

○本田委員
僕も先ほど滝川先生が言われたように、同じように考えているわけですね。漁業者が堤防を壊して
しまって、もとに戻せと言いよるわけじゃないわけで、目的ははっきり開門してほしいということを



- 8 -

言っているわけですよ。だから、その開門を、例えば、さっきから20センチでやるのか、それともで
きる限り開度を開けて長期間やるのか、そういうことを論じる場だと僕は思っているわけで、堤防を
なくす、あるとかいう、そういう話じゃない。
ということは、ちょっと先生に失礼ですけど、そういうふうに、もし仮に思われておるなら、それ
はちょっと違うんだと。僕らは、堤防があって、開門をどうするんだということを論議したいという
ことで話を進めていただきたいと思っております。

○塚原委員長
はい、わかりました。ほかにございませんか。はい、どうぞ。

○中西委員
それぞれここにおいでの先生方の立場があるかと思います。で、私は私の立場だけを申しますと、
これをアカデミックに評価してくれということがございますので、ここについてはいろんな社会的な
背景が非常に大きく響いていることはわかります。ただし、それは触れないで、アカデミックに考え
て、当初の目的が何であり、現実の調査の限定というのが何であり、それから、今まで調べられてき
た３年間の膨大な成果、ここを総括すれば、やはりこの調査自体で余り成果は得られないだろうと、
そういう見方でございます。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○白島委員
開門の関係なんですが、はっきり申し上げて、現場では潮流、潮向が変わったと言っている。それ
はもうご承知だと思いますし、漁業者としては、それを具体的に申し上げると、今まで係留しよった
船の方向が違っている、それは開門後だというふうに、それも言葉も出しています。私が客観的に見
て肌で感じていますのは、私、実際行政の方におりまして、35年間ずうっと何らかの形で有明海を見
てまいりました。しかしながら、ここ数年のノリあたりの状況を見てみますと、こんなに湾奥部まで
海水が、塩分の高い潮が湾奥まで入ってきたことは余りなかった。ここは平成12年以降、私がちょう
ど着任してきた年からなんですけれども、どうもそれが見えている。平成12年度にリゾソレニアが発
生いたしまして、佐賀県の東部地区、福岡県側、そして筑後川の河口域からかなり上流までそういう
ものが入り込んできた。そういう状況から見ますと、やっぱり何らかの形があってきておるんだと。
だけど、それは諫早湾の関係なのかどうなのか我々としてははっきり申し上げられないんで、その辺
のところは漁業者が思っていることをやっぱりある程度は、検証してみる必要があるんじゃないか。
ただ、確かに先生方は、そういう流動解析とかなんとかというのは、ある程度シミュレーションと
いうのはできるよというふうにおっしゃると思います、ある程度のところはですね。しかしながら、

、漁民の気持ちはなかなか変えられないと思う。私は、平成12年にあれだけ被害を受けた漁民の気持ち
そして現在まで続いておる漁民の状態を見るならば、やっぱりそうやって開門して、そして流れも、
そうじゃない、こういう原因でこうなっているんだよということを明らかに示せるならば、それはそ
ういう形でもいいと思うんですが、それが出ないとすれば、やっぱり大きく開けての開門しかないん
じゃないか。それもただ、樋門の方に大きな影響があるとかなんとかいう話であれば、それを壊れて
しまうまでやってしまえということまでは言い切れませんけれども、しかし、できる限りの開門をや
って調査すべきじゃないか、私はこうやって現場で数年間直接見ておりまして、やっぱり人情的にそ
う考えざるを得ない、漁民の気持ちの方に立った立場でしか物を言わざるを得ない、そういうふうに
思ってご意見を申し上げております。
以上でございます。

○塚原委員長
はい。各項目、一応いろいろご意見いただいて、既にもう浮泥、水質、その他とも関連してきてお
りますので、まず潮位・潮流のところは今のようなご意見があるということで、次へ進んでいきなが
ら、最後関連、開度の問題、その他いろいろ出てきますから、その点で議論していただくということ
でよございましょうか。
それじゃ、次のページ（資料２-３）へ移りまして、まず期待される成果でございますが、水質、干
潟、水質浄化機能の喪失と負荷の増大、この問題も既に多少意見が出ておりますが、得られる成果の
ご意見Ａ（得られる成果についての意見）と、成果を得ることは困難とする意見Ｂ（成果を得ること
は困難とする意見）と、この二つに分かれておりますが、このところに入らせていただきます。これ
に対してひとつご意見を賜っていきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
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まず、さっと目を通していただきまして、ちょうど同じようなＡ、Ｂ（成果を得ることは困難とす
る意見）の意見に分かれておるわけでございますが、どこからでも結構でございます。ただいまのよ
うなご議論をいただければと思いますが。
まず、水質関係でございますが、干潟生物まで入るといろいろ問題があるかと思いますけれども、
まず水質を含めて、どこからでも結構でございますが、おっしゃっていただきたいと思います。干潟
の水質関係というのは、特に干潟の浄化機能ということが大きく関連していると思っておりますけれ
ども、菊池先生、この辺のところはいかがでございますか。

○菊池委員
この前のときも申し上げましたけれども、樋門を開けただけで中の昔の干潟のところがもう全部陸
化して畑化している、あるいはその周りに海水なり、影響が及ばないようにしっかりした内部堤防が
できているという状態で樋門を開けた場合には、干潟が戻るということにはならないだろうと思いま
す。ですから、結局、内部堤防と締切堤防の間のところが海水化している。これは潮が引いても干出
しない環境ですね。ですから、今樋門のところにごく一部成層化して貧酸素になるところはあります
けれども、それは開ければもっと改善されるだろうとは思います。
一度淡水性の生き物が全部死んで、それから、海産の生き物の幼生などが外から入ってきて置きか

、えて、ただし、それはもとの非常に細かい粘土質の多い緩やかな傾斜の干潟の代替にはならないので
絶対面積の問題のほかに、その干出時間というより、むしろ干出がゼロのままで新しく入ってきたも
のの生物生産と浄化機能ということでしたら、そっくりもう一遍これを再現することは難しいだろう
と思います。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○白島委員
この短期開門調査の件があって、類似干潟の調査も一緒にされています。その結果、ここに出てき
ます干潟の浄化機能ということは出されたと思うんですが、私もこれに意見を出させていただいてい
るんですが、あそこの鹿島の飯田海岸のあの地先を類似干潟と定めて、そして比較をされています。
実際あそこの海岸というのは、もうちょっと私早くに非常に悪いところだと言っておったところなん
ですが、目的もはっきりわからずにどうだろうかとおっしゃっていますので、それはいいでしょうと
いうふうに言ったんですが、これはもう先生方はご承知と思いますけど、あそこの飯田海岸というの
も非常に今我々の海域の中でも一番悪いところでございます、正直申し上げて。そのために、せんだ

、ってもご説明がありましたように、底質の問題もあり、プランクトンの問題もあったと思うんですが
そういう以前から非常に悪いところの例とこれを比較して、そして、その浄化機能がどうのこうのと
いう意見というのはおかしいんじゃないか。もしそれがあるとすれば、これは大変なことだと思いま
す。たった１カ月そこらぐらいで調査をされて。むしろ私はそんなに状態が悪いところを比較してや
るよりか、私のところの一番いい海岸で調査されて物を言ってほしかったと私は思っています。しか
しながら、こういうふうに出されて干潟の浄化機能というのはあんまり大したことはないんだとおっ
しゃるなら、それはちょっと違うんじゃないかと。
あそこの飯田海岸というのは非常に悪くて、そのために今佐賀大学とも共同してコンソーシアムで
干潟の調査もやっていますし、再生の試験もやっていますけれども、実際出てくる数値が余りよくな
い。そうなると、それで論ずるというのは非常に無理だろうし、また開門することによって、一番近
いわけですよね、長期に開門すればどうなるのかということも、それはある程度わかりはしないかな
と私は思います。はっきり言ってそれはやってみなくちゃわからないという結果が出ると思うんです
けれども、実際そういうふうに干潟のことを言われて、あんなものはやっぱり長期にやらないと、短
期に開門してそれがどうだこうだと、結果云々はできないというふうに思っております。特にやっぱ
り浮泥の堆積というのがかなりあると思いますし、その辺のところは長期に開門した上で調査すべき
だと私は思っております。

○塚原委員長
はい、どうぞ。本田さん。

○本田委員
今、菊池先生の方からも言われましたけど、さっきと同じ議論になるわけで、堤防をなくして、元

、に戻してどうのという議論をしよるわけじゃないわけで、さっきから言うように、今あるものの中で
例えば、開門することによって何が得られるかということを議論しようとしているわけですよ。
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先ほど──先ほどというか、前に短期開門をやったときも、たしか僕は記憶間違いかどうか知りま
せんけど、20センチやったときでも 100ヘクタールの干潟らしきものができたというふうな話も、た
しか 100ヘクタールでしょう。 100ヘクタールがあったという話があって、今度それを全部開けた場
合には、もっと広い干潟ができるわけですね。そうなったときに、そこで当然、生物群集の回復があ
るんですね。汽水域の、常時開けた場合の話を今していますけど、じゃ、その汽水域の、要するに、
前に近いような干潟の生物が回復する、多毛類なんかね、そういうものがあるんじゃないかというこ
とをまず思います。それをやることによって、今調整池の中が富栄養化されておるという部分が、非
常に富栄養化部分を含めた部分の水質浄化が行われるんじゃないかと、その辺のところも非常に見て
いく場合に重要なことじゃないかと。
それから、もう一つあるのは、諫早湾の堤防の有明側のところが赤潮の初期発生海域なんだと漁業
者は非常に気にしておるわけですね。調整池から出てきておる、間欠的に出る排水が、赤潮発生の引
き金になっているんじゃないか、赤潮の原因じゃないのかということが言われています。その中で、
調整池の水をきれいにすること、富栄養化をなくすこと、干潟ができる、その辺のところが漁業者が
ぜひ開門してほしいと望んでいる部分ですね。僕らから見ても、その辺はぜひ、非常に興味ある部分
で、どうなるんだという部分を、僕は学術的に見てもすごいおもしろいデータになるんじゃないかと
思っています。これはおもしろいというと失礼かもしれませんけど、漁業者が非常に気にしておる部
分、この部分はやっぱりきちっとやってみる価値があるんじゃないかというふうに思います。
以上です。

○塚原委員長
ほかにございませんか。どうぞ。

○小坂委員
これは農政局の方にも、今日じゃなくてもちょっと調べてほしいんですが、今工事が逐次進んでお
ります。それで、内部堤防もほとんどでき上がってきていますけれども、いわゆるマイナス 120じゃ
なくて全体、短期調査のときのような条件で最低干潮時にどのぐらいの干潟が、いわゆる工事が現在
の段階で干上がるのか。それから、全面開放した場合にどのぐらいの干潟が残るのか。さっき何か 10
0ヘクタールという話が出ていましたけれども、その辺のところをはっきり私もわかりませんけれども、
私の感覚としては、既に農地に──農地というか、干上がったところがありますので、堤防がありま
すので、開けた場合に干潟が果たしてどのぐらい干上がるのかなということと、もう一つは、先ほど
先生がおっしゃったように、いわゆる干潟の機能として回復して、機能を調査する、調べるのに、果
たして現実的には非常に難しいんじゃないかなという感覚を持っていますけれども、全体の話では、
干潟の面積はどのぐらいになるのかなという、ちょっと参考的にも知りたいもんですから、その辺が
もしわかりましたら、次のときにでも教えていただきたい。
それで、私としては、多分開けても、干潟の機能を回復するにはかなりの年月がかかると思うし、
現実的に今淡水ですので、非常にその辺は難しいんではないかということを感覚として持っておりま
す。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○中西委員
水質とか干潟の浄化機能とか、いろいろ言うと、これはちょっと問題を整理しておかなければなら
ないと思うのですが、これは調整池内の変化と、それから、外の変化とあるんですが、本来の目的か
ら言えば、外に対するインパクトなんですよね。今の調査、特に短期の場合も中を非常に詳しく調べ
ておられて、それは学術的に非常に結構だったと思いますが、本来の目的から言えば、外がどうなっ
ているかということだけに限定してもいいと思うんです。
そういうことから言うと、現在締め切られていると。締め切るところから確実に水は出ているわけ
ですね。この出ている水についてのデータを解析すれば、膨大な量の正しい現実のデータがつくれる
わけです。これを解析すれば、要するに水質の変化というのは、これは負荷量がどう変化するかが原
点ですから、これがはっきりつかめると。ということは、もう既にこれからそういう調査をすれば、
解析をすればわかるということですね。
それからもう一つ、締め切った後の干潟が失われて云々というのも、そうして浄化機能が落ちたと
いいますか、そういうものを全部総括したものが樋門から出ておるわけですね。だから、これをしっ
かり抑えれば私は評価できると、こういう考えを持っております。だから、まず負荷量が締め切る前
とどう変わったかということですね。ただ、難しいのは、締め切りは、事業前はこういう樋門はない
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ですから、ここのところの調査ができないわけですね。わかるのは、陸域からの負荷量だけだと。海
に入ったときだとか、今の調整池内にかつてあった海の中でどう変化したということは、これはちょ
っと予測しなければならないですね。これをどうするかという手法が実測でもできないし、シミュレ
ーションに頼るかどうかということになるわけですが、その課題がわかれば、要するに現在の状態の
外へのインパクトはもうわかっておると。──わかるというか、今は整理されていないかもしれませ
んが、すぐわかる話だと、そういうふうに考えております。

○塚原委員長
ほかにございませんか。どうぞ。

○菊池委員
さっき佐賀水試の方から類似干潟に取り上げたところは決していいところではないという発言があ
りましたが、私も明らかにそうだと思います。
それと、一つは、時の流れがありまして、1980年代は鹿島に近いところでも、六角川の河口に近い
ところでも、かなりもっといい干潟だったような気がいたします。現在は鹿島のさっきの干潟という
のは、引っかけばすぐに真っ黒になる干潟のように、ついこの間は佐賀大学の林先生たちのチームの
研究がＮＨＫの「クローズアップ現代」に出てきて、ざくっと掘ったら、表面から下は還元泥で真っ
黒だというのを見せておられましたけれども、例えば、1989年、1990年ごろの諫早干潟というのは、
掘っても真っ黒なところは全然出なかったんですね。ですから、それは場所の違いと同時に、有明海
の干潟全体が劣化してきているのもあるんだと思います。
私も有明海のあちこちの干潟のベントスをこの10年ばかりずっと標本をお預かりして、査定してお
りますけれども、大きいゴカイがいなくなって、髪の毛のようなゴカイばかりになるというのは、こ
れは10年見ていきますと明らかに奥有明全体で見られる現象です。ですから、今の2002年、2003年と
いうところの干潟の粒子の細かい干潟だから、これは元の諫早湾ととてもよく似ているというふうに
簡単には言えないだろうというのはご指摘のとおりだと思っております。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
じゃ、もう一つ先へ進ませていただいて、あと総合的にご論議いただきますので。
貧酸素水塊、先ほどもちらっとどなたからかお言葉が出ましたけれども、このことについて、やは
りＡ（得られる成果についての意見 、Ｂ（成果を得ることは困難とする意見）の期待される成果とい）
うのは分かれておりますが、このことについてご意見賜りたいと思います。どなたでも結構でござい
ますけど。先ほど本田さんじゃなかったですかね、貧酸素水塊のことについては。よろしく。指名し
て申しわけない。

○本田委員
いえいえ、そうじゃなくて、貧酸素は、これはやっぱり堤防の話と絡めて論じるべきで、流れの問
題と同じように、有明海全体で論じるのは難しいんじゃないかと思います。諫早湾の中の話か、湾口
の話になると思うんですね。ここで流れが弱くなって、先ほど言いましたように、富栄養化の水が出

、て、赤潮が出て、そこに有機物がたまって貧酸素が出ると。貧酸素が出ればまたそこから再溶出して
赤潮の誘因物質、鉄なんかが出てきて、また今度は違う種類の赤潮が出るという循環をやっていく、
要するに影響あると思うんですね。だから、そこの中に流れを動かす、流れを出させる、流水が弱く
なり成層化をすることによって赤潮が出るんですから、成層化を崩す問題がまずここに絡んでくる。
ま、流れも絡んで一緒に考えていく必要となってくるわけですけど、その次には、さっきから言うよ
うに、供給源として調整池の問題が背後にある。だから、例えば、調整池の富栄養化をとめるにはど
うするのか。要するに、一番簡単なのは海水を入れて希釈と、それから、静電気による沈降ですか、
そういうことを起こすのと、そこの生物を回復させて浄化させる、そういうシステムが一番早いわけ
で、それじゃなかったら、３次処理までした完全な生活排水を本明川とか、そういう河川を通じてこ
こに入れさせない、農業排水を入れさせないということをせん限り、この富栄養化は閉鎖水域の中で
益々ふえていくもんじゃないかということが想像されるわけですよね。

、だから、有明海の赤潮のことを考えると、そこのところで諫早湾が赤潮の初期発生海域になったり
そこで赤潮が出て貧酸素が起こったりというような原因を、海水を停滞させることによって起因にな
っていると、そういうふうなことが考えられるんじゃないかと思っております。

○塚原委員長
ほかにございませんでしょうか。何かＢ（成果を得ることは困難とする意見）の方でご意見賜る方
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ございませんか。
よございましょうか。この辺のところは、今、赤潮の話も出ましたし、水質と非常に関連があるよ
というようなことでございます。どうぞ。

○小坂委員
前回の委員会でも、ちょっと貧酸素のことについての私の見解を申し上げましたけれども、ここ３

、年間、精密的に諫早湾内の調査をしてきたわけですけれども、やっぱり貧酸素水塊の発生というのは
皆さん認めているように、流れが弱くなったという一つの原因があるわけですね。これは諫早湾内で
の話をしているわけですけれども、そういう面では、諫早湾内の潮流が遅くなって、貧酸素水塊が発
生しやすくなったと。これはやっぱり底質の悪化とも伴って、諫早湾内の固有の貧酸素が発生してい
ると。
調整池からの梅雨時期の淡水の流出によって、いわゆる成層化現象も多少起こっていますし、塩分
躍層が起こっていますし、それから水温躍層も多少ありますけれども、その辺のところと流れがやっ
ぱり強くきいている。で、底質からの酸素消費が多いと、こういう形で諫早湾の貧酸素水塊が毎年発
生している。この現象というのは、有明海の方でも有明海奥部の方、佐賀沖の方でも発生しておりま
すし、これはやはり流れが弱くなったということと、底質、いわゆる細粒化ということで底質からの
酸素消費が非常にふえてきたということでの貧酸素水塊、こういう形でそれぞれの部分部分で貧酸素
が発生していると、こういう形態ではないかということで私たちは理解しております。
それから、赤潮の問題についてですけれども、これも有明４県なり西水研あたりと連携して調査を
しているわけですけれども、確かに、いわゆる諫早湾の北部で赤潮が発生するケースが非常に最近ふ
えてきております。これは、湾内の富栄養化された水に一つの原因はありますけれども、その発生が
有明海の奥部と連動しているかという問題については、全くその発生時期が時点的にもまた違うとい
うことでの確認を我々しておりますし、その辺では、湾内に調整池がかなり影響は与えているなとい
う感覚を持っていますけど、有明海全域との連動ということでは、我々はちょっとまた別の見解を持
っているということを申し上げておきたいと思います。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
それでは、少し先へ進ませていただいて、また残った問題、ご議論いただきますが、今度は底質、
底生生物、先ほどからも底質の話が既に出ておりますけれども、ここからは生物関係に入ってまいり
ますが、このことについてもＡ（得られる成果についての意見 、Ｂ（成果を得ることは困難とする意）
見）と、得られる成果についてのご意見が分かれておりますけど、このことについて開門調査関係に
係ってのご意見を賜りたいと思います。いかがでございましょうか。

、このことについて、伊勢田さん、先般から底生生物のことで大分ご意見を賜っておりますけれども
何かご意見ございませんか。

○伊勢田委員
これは、先ほど菊池先生からもいろいろお話がありましたように、底生生物に関しては、今の樋門
のある状態で、いかに海水を入れて、長期にやるかということがやっぱりポイントになるだろうと考
えております。それがなければ議論できないというところはあると思います。

○塚原委員長
はい、わかりました。ほかにご意見ございませんか。どうですか。

○白島委員
私も同意見です。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
それでは、次へ進ませていただきまして、先ほどもう既に赤潮の話も出ましたが、赤潮プランクト
ン関係はいかがでございましょうか。これもＡ（得られる成果についての意見 、Ｂ（成果を得ること）
は困難とする意見）のご意見がございますが、いかがでございますか。もう少し赤潮問題──はい、
どうぞ。白島さん。

○白島委員
、先ほど赤潮の発生、諫早湾内にどっちかと言うと限られるというご意見もありますけれども、実際
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全体を見てみますと、やっぱりかなり広範囲に赤潮の発生が見られている。これも以前からの状態か
ら比べると、現在の方がだんだん発生期間が長くなってきている。やっぱりその辺のところ、今、何
が一番影響があっているのかといえば、ノリの場合、貝もそうなんですが、このプランクトンの発生
によって被害が出ておるというふうに言っていますし、そして私たちもそういうふうに……。はっき
り言えば、それがなければ平成12年度の問題もなかったでしょうし、また、そういうこともなかった
と思うんです。
ただ、どうも見ていますと、そういう発生期間、発生回数なりのあれを、これはちょっと統計的に
数字的に見てみますと、やっぱりその時期から多くなっている。だけど、それをそうじゃないという
ふうに打ち消すとするならば、やっぱり開門して、それがどうなのかということをやってみたいと。
やってみる必要がある。
それともう一つ、先ほど小坂委員が言われたように、今、４県で、はっきり申し上げて諫早湾入り
口のところから大牟田にかけて４県、そして今、西水研が加わってやっております。それで、諫早湾
の方が多くて、そして大牟田の方が少ないけれども、全体を見てみると、やっぱりその海域が非常に
プランクトン発生が多いというような状況にある。
確かに、非常に湾奥部にはつながりにくい面があるかもしれませんが、何らかの形で関係しておる
んじゃないかということは言えます。それは私の方でも、ことしの春の水産学会で平成13年の状況を
調べたやつも報告いたしておりますが、やっぱりそういう状況が見える。ですから、開門調査は必要
だと。その辺のところ、何らかの調整池の水なり、排水した水なりの関係があるならば、それは見て
おく必要がある非常に重要なことだと思います。
だから、それは湾内に及ぶ程度のことであったので、これを長期に開放したらどうなるかというこ
とが非常に我々は興味ある問題でもあるし、また、それがもしあるならば大変なことだと私は思って
おります。
以上でございます。

○塚原委員長
ほかにございませんか。どうぞ。

○中西委員
この調整池の水が赤潮の種といいますか、要因をつくっていると、いろいろ議論されて、それで開
門という話があるのですが、赤潮にどれだけ影響しているかというのがまだはっきりしていないわけ
ですね。それで、私は開門云々の調査前に、この調整池の水自体でこれをやられたか、私ちょっと不
勉強でわかりませんが、培養試験を相当やって、相当これは赤潮に、非常にその発生にきくとか、抗
赤潮にきかないとか、そういう調査データがあってから云々という、そういうワンステップが要るの
じゃないかと。いきなり開けて、有明全体を壮大な実験場にして、どうやるという前に、基礎的に積
み上げなきゃならない課題が相当あるんじゃないかと。
特に、赤潮のことは、私ちょっと専門じゃないので、わからないんですが、そういう培養実験をや
って、これが諫早の影響が相当あるというデータがあるとか、いや、ないとか、それを見てから云々
ということになるんじゃないかと思っております。

○塚原委員長
ほかにございませんか。はい、どうぞ。

○滝川委員
私も今の最後の話のところといいますか、今回のテーマのところは赤潮プランクトンというんです

。が、要するに、赤潮そのものはいろんな要因で発生する。要するに、発生要因がよくわかっていない
それはもう気象条件、海象条件、あるいは底質等々さまざまな要因が基本的にはあるわけですね。で
すから、そういったものの中で、今、開門をして、海水の変化を見るということは、本当にそれの要
因として区別できるかという、影響を与えているかということを確証得るだけの成果が得られるかと
いうことは、非常に危険といいますか、よくわからないだろうというのがまず最初にある。
それと、今おっしゃったように、基本的にもっと調査すべきところといいますか、いきなり開けて
調べようというのは非常に乱暴な話で、その影響そのものを何らかの形で評価したいということで短
期の開門調査も行われたことですし、あるいは類似干潟ということで、干潟の浄化機能、その水質そ
のものがどういうふうな影響を及ぼすのかということで、短期開門の成果というのがまとめられてい
る。そういったことというのは、いろんなものに影響を及ぼしていると思うんですが、そういったこ
とを踏まえた形で、評価できるところからまず評価して、事前にですね。そして、その上で、どの程
度開門、あるいは期間等を通じてという議論をしていかないと、開けることを先にやって、それから
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開けてしまって、いろんなことを先に調べるんだと言われても、本当にそれがその影響かどうかとい
うのを判断基準といいますか、ある程度の方向性がない限り、それはほかの負の影響の方が非常に大
きいんじゃないかなという気がいたしております。
そういった意味での今回の短期、あるいは過去のデータといいますか、そういったことを少し踏ま
えながら、次にどういうステップで調査するのがベストかということを議論した方がいいんじゃない
かなという気がいたしております。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
それじゃ、次の項目へ行かせていただいて、漁業生産関係について得られる成果と困難とする意見
と分かれておりますが、このことにつきましてご意見賜りたいと思いますが。ここのところはもう最
後ごろになってくるので、総合になってきますですね。どうぞ。

○中西委員
私はよくわからないので、ちょっと質問ということでお聞きしたいのですが、今の図式ですね。ノ
リ不作の原因は富栄養化、それから、それに伴って発生する植物プランクトン、それの栄養塩の競合
関係でノリが負けたと、こういう図式ですね。それは確かにあるかと思うんですが、ノリ自体は基本
的に非常に栄養塩を要求するものであると。基本的に富栄養化の水域でなければノリは育たないとい
うことがございますね。だから、この原因が富栄養化、赤潮、ノリ不作と、こういう図式ですべてが
パターンになって、どこでもそういうことでこの説明がついております。
確かに2000年の原因はそれがあったかと思いますが、一般にいって、例えば、富栄養化が相当落ち
たとしますね。それで、赤潮も余り出なかったけど、ノリ不作というのは起こり得ることだと思うん
です。やはり物質収支をとると有明海自体、ほかに比べて断トツにノリの生産は高い。これは三河湾
にしても瀬戸内海に比べても、単位容積当たり断トツに高いわけですね。今、有明海全体で計算する
と、流入負荷量の投入された窒素の大体２％がノリに取り上げられています。これは低いんですが、
恐らくノリ漁場になればもっと高い、恐らく50％以上が吸い上げられて足らないような状態になって
おるんですね。だから、これは今のような──一つは確かに富栄養化云々の図式ありますが、それが
すべてじゃないということですね。やっぱり富栄養化、ノリという、赤潮が出ないとき、これも考え
なけりゃいけないですね。
そういう面から、私は原因の、この諫早にも関連してきますけども、湾内が干潟をきれいにして富
栄養化を落としてすべてが万々歳という話にならないと思うんです。その辺を私は、栄養塩管理とい
うのは、どちらかというと私の昔のライフワークでございますので、ちょっとそういう面で。

○塚原委員長
どうぞ。

○白島委員
やっぱりこの中・長期開門調査をしなくちゃならないというようないろんな意見が出始めたのも、
まずは生物関係があったからそういう結果になったと思います。例えば、ノリ、タイラギ、そして有
明海の漁業生産、特に貝類なんですが、ところが、今度のこういう今までの調査に関しては、せんだ
って４回の委員会のときもあんまりよくまだわからんじゃないかということで塚原先生からも言われ
たんですけれども、実際これがわからない以上は、どうにも問題の解決はつかないというふうに思っ
ています。
例えば、具体的な例をいえば、平成12年の春だったんですけど、これは忘れもしないある大学の先
生が 「白島君、ちょっと有明海のクチゾコが全然とれんけど、何かあるんじゃない」と言われるから、、
「そうですかね」と 「どうもやっぱり海水と底質に何か大きな変化があっておると僕は思うよ」と言、
われた先生、はっきりいまだに──名前だけはちょっと伏せ
させていただきたいんですが、そんなことあるのかなと思いながらいったら、このノリ漁業に関して
はそういうこと。それ以前にはタイラギの斃死という問題が平成10年から続いておりました。やっぱ
り底質も水質もあるんですけど、どっちみち関連してくることなんですけれども、まずこの生物調査
というのが、今までのこういうふうにいろいろ農政局の方で随分長いことかかってまとめられたデー
タなんですが、どっちかというとその辺があんまり、ほかの分に比べてみれば比較的手薄なところ、
少ないデータだと思うんです。
はっきりいって生物、これに一番関係のある、議論されにゃならんところが、データが少ないとい
うこともあると思うんです。ですから、そういう意味では、まあ、開門して、それがわかるのかとい
うようなご意見もありますけど、それが大きな変化を来しておるとすれば、こういうのが出てくる。
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そうであればそうじゃないというそれなりの調査も必要だというふうに私は思います。
したがいまして、原則としてはそういう大きく開けた開門調査でやるべきだし、あんまり大きな影
響が出てくるというんだったら、またもう少し規模の問題での生物調査も必要かと思いますが、戻る
ようですけど、やっぱり大きく開けた調査をした上で、そして、それは影響ないんだとか、影響ある
んだとかいうのを漁業者にはっきり示してやるべきというふうに私は思います。
以上でございます。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
それでいきますと、各項目はこれで一応終わりました。長時間いろいろご意見賜ってありがとうご
ざいましたが、さらに「調査実施に想定される影響とその対策 「調査にあたっての留意事項」とあ」、
りますが、ここのところへもう一度戻りまして、１ページ（資料２-３）へ戻らせていただきまして、
「調査実施に想定される影響とその対策 「調査にあたっての留意事項 、既に皆さん方もちらちらお」、 」

。言葉はありますけれども、ここのところで論議するのか、この辺のところはいかがいたしましょうか
皆様方、今までの各項目で開門調査を実施する目的、あるいは意義、大切さという話でもいろいろご
意見分かれておりますけれども、さらにほかの項目も十分検討した上で総合的に判定をしなきゃなり
ません。
ついては、それについて配慮しなきゃなりませんので、このことについて、議事の進め方について
何かご意見賜ることございませんか。今まで、やはり前からあります開門の程度、排水門の開度とい
いますか、そこのところの話も出ましたが、これに対しての、もう既に短期開門のときにこのような
配慮があった、あるいは配慮しなければならなかったというようなこともありますから、今度は開度
を高めたり、期間を長めることにおいてのということで、その論議に入りましょうか、それとも、も
う少しこの成果、中・長期をやる意義について総合的に詰めるか、いかがいたしましょうか。
何か今までご意見賜ったことについて関連も既に出てきておりますけれども、そのことについてご
議論賜ることありますか。もう関連の話は、最後いろんなことをもっと、ほかの条件を明確にしない
とわからんよと、先ほどおっしゃるように開度の点で、あるいは中・長期といいましても、その期間
等についてもご議論賜らなきゃいけませんので、どちらの方向……どうぞ。

○伊勢田委員
ちょっとこれは質問なんですが、今の現状の諫早湾の樋門の管理の中で、大雨が非常に降った例と
いうのがこの数年あると思います、短期開門調査以外にですね。そのときの水門の開度というのは20
センチという制約のもとで行っているのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんですけどね。

○塚原委員長
これは水位調節をやっておられるわけですから、事務局からお答えいただきます。管理ですね。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
通常の管理につきましては、調整池の水位をマイナス 1.0メートルに管理してございます。降雨が
ございますと、当然水位が上昇してきます。外海の水位が高いときには排水できませんので、水位が
下がったときに排水すると、それの繰り返しをしております。そういう意味では、調整池の水位はマ
イナス１メートルからそれ以上に上昇していく。大雨が降れば降るだけ水位が上がるという時間帯が
ございますが、この短期開門調査の場合の管理は逆に海水を導入しての管理ですので、そういう意味
で、調整池の中が淡水状態であるか海水状態にあるかというところが根本的に違っております。

○塚原委員長
いや、今のご質問はそうでなくて、大雨が降れば排水量がふえるじゃないかということでしょう。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
ゲートの開度ということでございますか。

○塚原委員長
うん。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
これは、じゃあ、事務所の方から。
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○加藤委員
ゲートの開度ですか、それとも水位差ですか。

○伊勢田委員
水位がどの程度上がったか。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
事務所の次長の渡辺です。水位は大体０メートルぐらいまで上がったことがあります。そこまで上
がらなくても、大雨が入ってくるときというのは、ゲートを全開して排水をしております。

○塚原委員長
よろしゅうございますか。

○伊勢田委員
全開すると、どれくらいなんですか。じゃあ、かなりの落差ですか。

○塚原委員長
今おっしゃる全開というのは、要するに、排水量がどれだけふえてくるかということですよね、開
けてね。これについて、事務局お答えになられれば。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
水位差ですか。

○塚原委員長
いや、結局、構造上の問題からあるけれども、要するにゲートを上げて、そこから出るでしょう。
今お聞きになっているのは、そのときの開け方が、ぽんと全開になっているのかと。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
そうです。大雨のときはだいたい全開になっています。
ただ、そのときには外海が当然、満潮のとき 最大2.5メートルまであがります。調整池の水位は最
高で上がって０メートルだったんですけれども、そのときの外海はプラス80センチメートルとかプラ
ス70センチメートルだと開けられません。要するに、ある程度10センチメートルか20センチメートル
ぐらいのヘッド差があって、外海が調整池水面より下がっているときに全開にしております。

○塚原委員長
干満差で出方が違いますね。排水するときは干潮時に排水するわけでしょう。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
そうです、はい。

○塚原委員長
だから、そこのところをご説明しておかないと、要するに、ゲートの運営よね、そこのところをお
尋ねになっています。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
例えば、マイナス１メートルで管理しておりますが、そのとき外海が、満潮に向かって、例えば、
プラス２メートルまで上がっているというときには、雨が降ってきてもゲートが開けられないもので
すから、ずっと流れ込みをためております。当然、調整池の水位が上がってきますので、例えば……

○塚原委員長
そこは資料３のところに出ていないですか。資料３の 174ページか、どこかこの辺のところの、ゲ
ートがあって、ゲートを上げたり下げたりしているじゃない。だから、それがマイナス１メートルで
管理していて、０メートルになることもあると。今度は外の潮位によって出方が違うわけね。

○渡邊・諫早湾干拓事務所次長
そうです、はい。
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○塚原委員長
大体そういうことですが、伊勢田さんよございますか。ここのところは後でまた事務局が説明申し
上げると思いますが。一応そこのところで説明することに。
ほかにございませんか。──じゃあ、総合的にいろいろ論議していただくものは、今まで大体ご意
見賜ったことにいたしまして、次は、せっかく今お話がございましたから、資料３に基づいて、全開
という話がかなりいろいろ出てきております。そのときにはそれなりの配慮をしなければいかん、あ
るいは対策をしなきゃならんという話も既に皆様方からもご意見が出ておりますので、そこの説明を
まず聞くことにいたしましょうか。いいですか、そういうことで。

。それでは、このことについて、既に皆様方からも留意事項その他のところでご意見が出ております
ですから、恐れ入りますが、資料３に基づいて「海水導入による被害回避対策とその結果 、先ほど述」
べましたように、短期開門のときもいろんなことをしてきたわけでございますけれども、これも第３

、者委員会との連携を保ってなさったようでございますが、さらに、皆様方からお話がございましたが
中・長期をやった場合はもっと開けてみたらどうかとか全開という話まで出ております。ついては、
これについて事務局の方から説明いただけますか。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
それでは、資料３に沿いまして、ご説明を申し上げます。
資料３は、今ご紹介がございましたように、短期開門調査の際に行いました被害回避対策の関係、
これを開門調査の報告書から抜粋したものでございます。
短期開門調査は、ノリ委員会の検討の中でも、開門調査に当たってさまざまな対策が必要になる、
例えば、排水門ですとか、堤防の構造上の問題ですとか浮泥の巻上げの問題、あるいは背後地の排水
対策の問題、さまざまな対策が必要となる中で、最終的に短期の開門調査の方式、具体的に申します
と、調整池の水位差を20センチメートルの中でコントロールするということ、そしてまた、巻上げが

、起きないような流速に制限するということ、また、排水の問題を避けるため、洪水期でありますとか
かんがい期を避けて開門調査を行うと。幾つかの条件のもとに、この短期開門調査を行ってございま
す。したがって、ここの中で直接触れられていない問題が、中・長期開門調査を行えば出てくるとい
うような目でごらんいただければと思います。
資料のページ数が、報告書のページ数そのままになっております。少しややこしいですが、ご説明
申し上げます。
まず、資料３の下のページ数で 357ページ、これが排水門の構造上の問題でございます。これにつ
きましては、海水の導入によって、ゲートが振動し、破壊されることのないような流速に制限し、そ
して、さらに振動を監視するというようなことを行ってございます。この排水門ゲートの監視関係が
361ページまででございます。
次に、 362ページが調整池の中の生物への対策の関係でございます。調整池の中の淡水性生物で、
コイとかフナとかの魚類につきましては、あらかじめ採捕し、別の場所に、避難場所に放流すると、
そのようなことをやってございます。そのあたりが 363ページでございます。そのような対策を行い
ましたが、現実には、 365ページの一番上にございますように、フナですとかコノシロなどがトータ
ルで 約８トンぐらい斃死いたしまして、それを拾い上げるという作業によりまして回収してございま
す。
367ページが、同じ調整池の中の貝類の斃死状況でございます。これも海水導入を行いまして、淡

水性の二枚貝が大量に斃死し、これを回収してございます。
368ページが、今度は海域の方であります。調整池内で斃死した魚類が排水門から外に流れ出るこ

との悪影響を防ぐために、海域においても監視し、回収してございます。その回収総量は約１トンぐ
らいだったということでございます。
370ページが、今度は背後地の影響対策関係でございます。農業用水として、既に既設の堤防の背

面の潮遊池、これは図でごらんいただきますと、 371ページの上のポンチ絵、そして、その下の写真
がございますが、潮遊池の水をかんがい用水として使っているところもございます。海水導入によっ
て、そこに塩水が浸入することを防ぐために、 372ページ、あるいは 373ページの写真にございます
ように、調整池の塩水が逆流することを防ぐためのゲートの補修でありますとか、土のうの設置、あ

。るいは排水ポンプの設置という作業を行ってございます。この辺の対策が 376ページまでございます
日常的な監視を行いまして、降雨の影響とかもございましたけれども、塩水の浸入による被害は何と
か防ぐことができたということでございます。

、377ページ以降は、潮遊池の塩化物イオン濃度の推移をデータとして載せてございます。一時的に
また部分的に塩化物イオン濃度が上昇したところがございます。
その他の影響といたしまして、 382ページが背後地農地の潮風被害、塩害の状況です。これにつき
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ましては、特段、海水導水によった影響というのは発生してはございませんでした。
384ページが、これは地下水くみ上げによる地盤沈下の傾向を観測してございますが、これも平年と

同程度の推移を示してございます。
386ページが、これが潟土の堆積についてです。旧の樋門の前面に巻き上げられた底泥がたまり、そ

ちらで排水不良が生じると、そういう懸念がございましたが、これも調整池の水位を管理しながら行
ったということから、潟土の堆積による排水不良というのは生じませんでした。
以上が短期の開門調査のときの被害回避対策とその結果でございますが、この後、スライドで中・

長期開門調査を行ったときにどのような影響が想定されるか、簡単な資料しかございませんが、ご説
明申し上げます。

〔ＯＨＰにより説明〕
これは、ちょっと見づらいかと思いますが、横断的に潮受け堤防、既設堤防──今示しております

のが既設の堤防です。潮受け堤防、そして背後地の農地ですとか、住宅、これを横断的に示した図で
ございます。委員の先生方には、既に現地もごらんいただいておりますので、おわかりかと思います
が、簡単に今の状況をご説明申し上げます。
潮受け堤防の外側、上段の絵では青いところが多くなっていますが、これは満潮位、潮位が高いと

きの状態を示しており、下段の図は、干潮の状態を示してございます。調整池の水位というのは、青
いところですけれども、マイナス１メートルに日常管理してございます。背後地農地ですとか、住宅
地などからの流水が、通常でありますと、調整池の中に自然排水されてまいります。外潮位が高い間
には、当然排水できませんので、その間を調整池の中でためまして、干潮のとき、下段の図の右側で
すけど、外潮位が下がったときに排水門ゲートを開けて外に流すと、また外潮位が上がってくればゲ
ートを閉めると、こういうような繰り返しを行ってございます。これが基本的な調整池、また背後地
のイメージでございます。
次の図をお願いします。

〔ＯＨＰにより説明〕
これは、上の方が潮受け堤防ですが、背後地を鳥瞰したものです。潮受け堤防がございまして、そ
して、背後地。既設堤防と申しましたのは、ラインが色の濃いところと白いところの境あたりです。
先ほどは、これを横断的に見ていただきました。ここでごらんいただきたいのは、背後地農地の標高
の、これはイメージでごらんいただきたいんですが、赤くなっているところ、また、オレンジっぽい
ところ、これは標高が低いところでございます。例えば、マイナス０メートル以下のところを示しま
すと、濃いカラーのところになっています。当然、背後に上がるに連れて、少しずつ標高が高くなっ
ていきますが、おおむね標高 2.0メートルまでの間に、約 2,000ヘクタールの農地が背後に控えてお
ると、こういう状況でございます。
これが現状でございますが、次の資料をお願いします。

〔ＯＨＰにより説明〕
排水門を全開するような開門調査を行った場合に、調整池の水位がどうなるのかということを示し

たグラフでございます。この上段が大潮のとき、下段のグラフが小潮のときでございます。上段の大
潮のときのグラフで、黒い線が大浦の検潮所で測りました外潮位、諫早湾の水位でございます。黒い
ラインが諫早湾の水位で、赤いラインが排水門を全開した場合の調整池の水位の変動です。真ん中の
横棒が調整池の管理水位、マイナス 1.0メートルのラインです。日常的にはこのマイナス 1.0メート
ルで管理しておるわけですが、海水導入を行いますと、調整池の水位が最大で、この場合約２メート
ルぐらい、一番振幅が上のところで約２メートル、そして、大潮のときですから、水位が逆に下がる
ときもございまして、一時的にはマイナス 1.5メートルぐらいというような、このような水位変動を
行います。
そして、下の小潮時のグラフで見ていただきますと、外潮位とほぼ同じような変動ですが、いずれ

、にしても管理水位のマイナス 1.0メートル以上のところで水位が変動するというような状況ですから
背後地からの自然排水が妨げられ、かなり排水不良が生じてしまうエリアがふえてくると、そういう
ようなことになるということがございます。
これが、今のが背後地への影響という部分でございます。

〔ＯＨＰにより説明〕
次の、こちらの図でごらんいただきたいのは、排水門を全開した場合に、流れがどのようになるの
かというもの、これを排水門近傍の流速で示しております。上段の図が大潮の上げ潮時の流速、そし
て、下段が大潮の下げ潮時の流速をシミュレーションによって推定したものでございます。上段のグ
ラフをごらんいただきますと、南北の排水門、まず北部排水門ですね、そして今示しているのが南部
排水門ですが、この近傍で、調整池に入る側で速い流速、大体数メートルぐらいの流速が生じるとい
う試算が出てございます。一方、大潮の下げ潮時には、逆に諫早湾側に、これも数メートルぐらいの
流速が生じると。このようなことが排水門を全開して海水導入を繰り返しますと、一日２回、大潮の
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ときには繰り返され、このことが、下にたまっております有明海粘土を巻き上げる、あるいは掘削し
ていき、その結果、排水門の構造を守るための護岸工のようなもの、護床工のようなものがブロック
で敷いておりますが、護床工の範囲を越えて速い流速が生じますので、排水門の安定への影響も懸念
されますが、巻上げ、洗掘が起こりまして、広く濁りが広がっていくというようなことが懸念されま
す。こういったことへの対策も考えていく必要があると、このようなことを現時点の想定、影響と対
策の一部でございますけれども、大きなものとして想定しているというところでございます。
以上、簡単でございますが、海水導入、開門調査による影響、対策として想定されるものについて
のご説明とさせていただきます。

○塚原委員長
ただいまの海水導入による背後地を含めての対策なり、あるいは、環境影響なりのお話が出ました
けれども、何か御質問ございませんか。特別にございませんか。

○菊池委員
潟土の堆積による排水不良というのが、樋門を開けた場合に外側から浮泥を持った水が入ってくる
ことが大きな原因なのか、あるいは、今一応淡水池になっている部分のところが舞い上がって、河口
閉塞みたいなことの懸念があるのか、ちょっとお教えいただきたいと思います。

○菊池・九州農政局農村計画部事業計画課長
事業計画課長の菊池でございます。短期開門調査におきましては、先生おっしゃいますように、そ
の樋門前の潟土の堆積というものを観測してきたわけでございます。
この考え方におきまして、その堆積する土砂なり、潟土がどこから来るのかということまでは具体
的に想定して考えたものではございません。ただ、いずれにいたしましても、潮受け堤防ができる前
におきましては、樋門の前に潟土がたまり、排水不良が生じていたということに関しまして、これは
地元の方々にとっては最大の大きな不安であろうということで、こういった監視を続けてまいったわ
けでございます。
以上でございます。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○小坂委員
ちょっと二、三点質問させていただきたいんですけれども、まず、先ほどの全面開放した場合に、
最高潮位が上がったときに、旧堤防のところの話はわかりましたけれども、現在干出しているところ
の前面堤防の完成いかんによっては、全部潮がかぶるのかどうか、今干上がっているところですね。

、その辺の現在の工事状況との兼ね合いでちょっと説明していただきたいというのが１点と、それから
背後地の住宅地からの排水が悪くなるということですけれども、これは樋門、例えば、数十カ所ある
と思いますが、これが多分ポンプで排水をしなきゃいかんということになると思いますが、その辺が
今全く動いていないと思うんですが、この辺が今即全面開放した場合に、そういう排水門が即動かせ
る率が何％ぐらいあるのか、いわゆる大改造しなきゃいかん部分がほとんどだと思いますが、その辺
ももしここでわかっていたら、ちょっと教えていただきたいと思うんですが。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
１点目についてご説明申し上げます。今、調整池の水位が２メートルぐらい上がったときにどこま
で水が浸るかというお話ですが、少なくとも旧東工区で現在干陸化しているところというのは、大体
標高ゼロメートルぐらいでございます。それに控える形で中央干拓地、旧西工区でございますが、そ
こに前面堤防をつくっているわけなんですが、つくった段階ではもちろん２メートルを超える水位、
堤防が完成した段階ではその水位、堤防によって水が干拓地の方に入ることを防ぐことは可能となり
ます。そういったものがない状態で想定しますと、背後地、旧樋門の前面あたりの標高というのは、
これも場所によって異なりますが、２メートルぐらいのところから、これもかなり幅がございますけ
れども、マイナス１メートルぐらいの標高のところから２メートルぐらいの標高のところまで様々と
いいますか、変化してまいります。
したがって、調整池の水位が２メートルまで上がれば、旧東工区のところは水に浸りますし、干拓
地の方は前面堤防の工事の進捗との兼ね合いで、どこまで水がくるかということになろうかと思いま
す。
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○菊池・九州農政局農村計画部事業計画課長
２点目の背後地の樋門のところにあるポンプの状況かと思いますが、私どもの調べておりますデー
タの中で、潮受け堤防設置後におきましてはマイナス１メートルで管理されることによりまして、背
後地のポンプの運転時間が大幅に減少しているということにつきましては把握してございまして、こ

、のデータ関係につきましてもホームページの方で載っけさせていただいておるところでございますが
個々のポンプ場の稼働状況、あるいは管理の状況につきましては、ここでなかなかお話しできるほど
のデータは持っていないということでお答えにかえさせていただきたいと思ってございます。

○塚原委員長
どうぞ。

○小坂委員
この辺のところは、いわゆる短期開門並みにするのか、全面開放するのかというところで非常に重
要なところだと思うんですよね。私も先ほど言いましたけれども、干潟がどのぐらい残っているのか
というところと１点目は関連します。
それからもう１点目は、背後地に短期調査でも土のうを積んで海水が入らないように、こういう操
作をやっておるわけですけれども、これがあんな簡単なことでできるのかどうかという問題に絡んで
きますので、その辺のところは非常に重要なところだと思います。どうなんでしょうかね、我々が判
断する場合の材料としてこの辺を考慮すべきなのかどうなのか、我々専門委員はそこまで考えなくて
いいよという問題も出てくるのかもしれませんが、私はその辺のところで配慮しながら、意見として
は言いたいなという気持ちでおるんですが。

○塚原委員長
ご意見ということでよございますね、はい。ほかにございませんか。どうぞ。

○滝川委員
開門の話ですけれども、今度は時期のお話をちょっと確認させていただきたいんですが、現在潮受
け堤防が持っている役割ということは、今お話あったように洪水とか、あるいは海が荒れて台風がや
ってくるような高潮の目的というのも持っているわけですね。そういったことを含めて、台風期、あ
るいは洪水期というんですか、そんなときの期間が大体どのぐらい、少なくとも安全性を確保しなが
ら、そういう開門調査をやるんだったらできるだけ大きく、できるだけ長くというのが調査の意味か

、らは本当は意味があるんでしょうけれども、そういったことを確保してもよさそうな時期というのか
その制約的な時期はいつごろなのか。
例えば、夏開けられないということになれば、夏場に発生するだろうと言われているような赤潮の
発生とか、そういったことが調べようと思っても、ほとんど開けられなければ、それは開けても意味
ないわけですよね、開けても意味ないというか、開けられないから調べられないと、それが原因かど
うかわからないということになってしまうんで、その時期との関連も非常に重要かなという気がする
んですけれども。

○塚原委員長
どなたか。

○上野・九州農政局整備部長
洪水期は、梅雨どきから６月の初旬、中旬あたりから台風期の終わりまでということですので、大
体10月の中旬ぐらいまでかなと。ちょっと正確ではありませんけど、だから、それが洪水対象期間で
すので、その間については工事中といえども洪水容量を確保しておく必要があるということで、マイ
ナス１よりちょっと上かもしれませんけれども、保っておく必要があると考えておりまして、そうす
ると、開放といいますか、そういうことになりますと、それ以外の時期ということにならざるを得な
いのかなと考えております。

○塚原委員長
よございますか。はいどうぞ、本田さん。

○本田委員
今の部分で、６月中旬から10月というのは、常時そういうことをする必要がありますか。弾力的に
そこのところで運用できるということは難しいんですかね。
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○塚原委員長
今は気象情報を得ておいてということですね。

○本田委員
ええ、そういうことでございます。

○上野・九州農政局整備部長
夏場の晴天続きのときにはやってもよさそうな気はしますけれども、どうしても予報ではとらえ切
れないような、最近は特に集中豪雨というんですか、端的に言えばそういうのがありますし、それか
ら、一般的にもなかなか気象予報で、例えば、小潮のときなんかには、先ほどの絵にもありましたよ
うに、下げ切れませんので、マイナス１に下げるためには数日間かかるようなときもありますので、
そうすると、その数日間前に確実にわかっておけば、それに沿って下げられるんでしょうけど、そう
いうことで、用心するということから見ても、どこの防災ダムにおいても常に洪水期は制限水位とい
いますか、下の方に下がっていますように、同じように下げておく必要があると思っております。

○塚原委員長
よございますか。ほかに。──それでは、もう少し開度、開け方が先ほど問題になりましたよね。
なるだけ短期よりは大きく開けて、そして中・長期的にやる必要があるというご意見があったんです
が、それについて何かもう少しご意見賜っておく必要はございませんか。
短期のときにもこれだけの配慮があった、これからはもう一つ、一段とこういう配慮をしておく必
要があるというのを、これは調査する上で非常に大きな条件かとも思っておりますし、この点をもう
少し事務局で次回までに検討しておきましょうか。はい、どうぞ。

○小坂委員
先ほど短期開門の資料は出していただいて、それから、今のＯＨＰで大きく開けた場合の若干の話
がありましたけれども、もう少し具体的にですね、私も前回から言っているように、やっぱり背後地
の問題とか住宅地の問題とか、それから、先ほど出た洗掘の問題とか、巻上げの問題とか、この辺の
ところのもう少し、ちょっと検討には時間がかかるかと思いますが、もしわかる程度で次回あたりに
出していただければと思うんですね。
それから、先ほどちょっと整備部長さんのお話の中で、梅雨時期の防災の問題、いわゆるこの時期
はちょっと無理があるよというお話がありました。そうすると、我々もその辺の判断をすると、貧酸
素が出るのは７月、８月でございますので、いわゆる洪水期なんですね。そうすると、貧酸素は見れ
ないということにもなりますので、その辺の検討の重要なところにかかわってきますので、最低限こ
の程度は守った開門にしてほしいというような形の技術的、また、農政局としての管理上の問題をも
う少し詳しく整理をしていただいたらどうかなと私は思います。

○塚原委員長
事務局、ご理解いただけましたか。
ほかにございませんでしょうか。

○加藤委員
私ちょっと、その議論を聞いていて、逆じゃないかなという感じがするんですが、こういう目的で
やるならば、この期間にやらなきゃならないよということが出てくる。それに対して、それは難しい
よということでないとおかしいのではありませんか。そうでないと、事務局としてやりにくいんじゃ
ないんですかね。

○塚原委員長
いや、今先生方からいろんな、やる目的がなるだけ長期とかいろんな話がありました。これはまた
これから論議をしたいと思っておりますが、長期はどのくらいを考えるのかとかですね。そこのとこ
ろはいろんな意見出しはしておいていただいて、検討すべきじゃないかとは思っておりますが、いか
がですかね。
ほかに何かございませんか。
それともう一つ、特に本田さんと白島さんのご意見で、ノリ不作と、ほかのタイラギ、二枚貝、そ
の他いろいろございましたね。漁業者に対する説明というのは非常に大事だよと。これは非常に大事
なんですが、短期のときは漁業調査関係は項目の中に入っていないんですよね。まず環境が問題だと
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いうことで始まっているものですから、そこのところは今度中・長期をやる調査設計の中で、漁業生
産関係はどういうふうに入れるかという問題も一つございますね。それは先ほどの流速とかいろんな
関係からすると、どのくらいの調査範囲、短期は少なくとも調整池並びに諫早湾が主体になっていま
すよね。そうすると、有明海のどの範囲ぐらいを設計の中に入れておかなきゃならんかというような
問題もあるかと思うんですが、何かそれについてお考えはございますか。

○白島委員
平成12年にノリの不作ということで、熊本・福岡・佐賀全域にこういう影響が出たというふうに言
われております。したがいまして、漁業調査というのは短期間では非常にわかりにくいところだと思
いますし、おっしゃるとおり、第三者委員会でも数カ年のいろいろな調査というのは必要だと思いま
す。
ですから、その数カ年というのが３年か５年かという話になるんですけれども、実際言ってできる
だけ１年以上長い期間が私はいいと。たった１回きりの生産ではわからない。それと、貝類の問題も
あると思います。これは少なくとも種が落ちて、それから生産につながるまで大体３年間ぐらいは大
方あるんですよね。ですから、それくらいは見る場合は見てほしいというふうに思います。

○塚原委員長
それはやっぱり検討しておく必要ありますよね。

○白島委員
と思います。

○塚原委員長
こっちにインパクトを与えときの状況がどうなっているかね。

○白島委員
先生がおっしゃったように、短期の方にはそれがなかったわけですから、中・長期をやる以上、や

、っぱりそれは見る必要があると思います。それはやり方としてはいろんな方法があると思うんですが
それは当然検討しながらやっていくべきだと思います。

○塚原委員長
そうですね。
はい、どうぞ。

○本田委員
今、白島さんと僕も同じように思っていますけど、当然12年の事件が起きまして、西水研、それか
ら４県の水試が入って、行政特別研究という研究、大学も入ってもらっていますけど、そういう研究
をやっています。それは、どうして起こったのかという原因をやっておるわけですね。今度は開いた
らどうなんだというところを、また同じように４県と水研がチームになって、僕は当然３年から５年
ぐらいの長さがないと、さっき言われるように、僕も同じように考えますから、その辺の部分で調査
を組んでやると。きちっと地元の研究機関が追っかけていく、漁業者も取り込んで追っかけていくと
いうのが僕は大事だと思っています。それが漁業者に対する責任の一つの義務じゃないかなと思って
いますけどね。

○塚原委員長
だから、私の経験からいきましても、筑後大堰のときでも、取水影響とか、いろんな現況を変える
ことによってどのようになってくる、ノリ漁場も区分しながらやってきましたよね。だから、そうい
うような調査まで中・長期に織り込まなきゃいけないのかどうなのか、そこの辺のお考えが私は非常
に大事じゃないかと思います。

○本田委員
今、先生が筑後大堰を出されましたけど、僕もそれぐらいのことはすべきだと思います。そうしな
いと、せっかく開けただけで、どうだったんだということは、これは非常に、言うたら悪いけと、漁

、業者に対しても、県民、国民に対しても責任義務は果たせないんじゃないかと思うんですね。だから
それがもし仮にいい悪いは別にしても、きちっと調査をやって現状はどうなんだということは当然や
るべきだと。だから、今先生がたまたま言われるように、僕は言わにゃいかんなと思っておったんで
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すけど。この後の調査はどういうふうにされるんですかという部分もやっぱり当然、先生が具体的に
言われました筑後川でやられておるじゃないかと、そういうふうな話も当然これがまとまった後には
出てくるんだろうと思っていたんです。ある程度まとまった後には次の段階、開門後の調査はどうな

、んだという部分は出てくると思っておったんですけど、先生の方から先に話が出てしまったのですが
ぜひ僕はやるべきだと思っています。

○滝川委員
お魚といいますか、生産性の話、あるいはノリの生産という話、タイラギ等々の話ということから
して、皆さん十分おわかりだと思いますけど、いろんな要因が重なってきているわけですね。多分一
番原因と言われているのが浮泥化が進んでいる、底泥化が進んでいる、そういったものの影響という
のは１年や２年、あるいは３年、４年で多分変わらないだろうと。その影響を調べ得るほど我々のい

。ろんな技術といいますか、そういったものがなかなか進んでいないというのが現状だろうと思います
それに気象要件、海象要件、さまざまなものがある。そういったものを諫早湾の開門調査で調べると
いうことが、どの程度わかるかというものは非常にアンノウンだろうと。だからといって、僕は開け
るなと言っているんじゃないですが、そういったことの影響を調べるためにはもっと大きく、もっと
長い期間、あるいはもっと広範な範囲で、この影響であるということがわかるようなことをやらなき
ゃいけないという気がするんですよね。開けてみて、これが変わったから、じゃ、その開けた影響だ
ということが本当に言えるのかどうかという、まずそういった方向性はそれでいいのかもしれません
けど、それをやったらどのぐらい影響があるということを事前評価といいますか、そういったことを
やっぱり十分やらないと、それに絡めて、海域全体の底泥調査、数年間にわたるような環境変動の要
因というものも含めて分析するということは、ここの諫早湾に絡んだところだけでは多分カバーでき
ない話だと思います。それは別の観点といいますか、総合的に環境変動の要因を調べるという観点か
らの議論といいますか、そういったことを進めていく必要があるというふうに私は思います。その観
点の中で長期に開けたら、こういうことがわかるかもしれんという議論をやっていかないと、これは
エンドレスの話、先ほどから言いますけれども、非常に要素が大き過ぎるんじゃないかなという気が
いたします。

○塚原委員長
ほかにございませんか。

○白島委員
滝川先生のおっしゃることはよくわかるんです。わかるけど、実際現場におる我々としても、やっ
ぱりそれがどうなのかということが、開けた場合どうなのかというのがはっきりわからない以上、今
からずっとそれが続くんじゃないかと。だから、先生がおっしゃる科学的に、とにかく事前に十分検
討しておくというのがこの会議だと思いますし、そしてまた、中期と長期という言葉もあるわけです
から、その中期でやってみても、それが先ほど言われた影響のある６月から10月を除くというのがそ
のことなのか、それともある期間を一定するのかわかりませんけれども、それが今まで短期はやって
みた、だけど、短期は全然有明海に影響はなかったよと。そうすると、大きく開門して、中期、これ
は半年ぐらいでいいのかどうか知りませんけど、それくらいやってみたときどうなのか。また、次、
長期のとき同じような議論が出ると思いますよね。だけど、それをやってみないと、我々現場の方は
納得しない、漁業関係者も納得しないんじゃないかと私は思うんです。これは私のあくまでも現場と
しての立場でございます。

○小坂委員
今、白島さんがおっしゃったことも、そのとおりで、やっぱり有明海の沿岸の漁民というのは、こ
の諫早湾干拓がどう影響しているかと、漁業にどう影響しているかというのは非常に関心の高いとこ

、ろだと思いますし、過去のノリの不作の状況からすれば、確かにそうだと思うんですけれども、ただ
。私たち行政特研で有明海の生物生産の阻害要因を水産庁と４県やっています。これでも非常に難しい

いわゆる変動要因なり減少要因というのが、単なる一つのファクターなのか、いろんな複合したもの
なのかというのは、魚種別にもまた貝類、それぞれ種類別にも変動要因というのが、今３年やってき
ましたけど、非常に難しい。そういう中で、この生物の盛衰というのが、この中・長期の開門調査で
どう評価できるのかと、この辺を論じるのは我々生物研究者として持っていくのが非常に難しいなと
思うんですね。環境要因はかなり開門調査でストレートにある程度評価ができるんですけれども、生
物生産のところは非常に難しい問題があるということで、この中・長期の開門調査にこの辺をストレ
ートに評価の対象として入れるかどうかというのは、非常に私は難解なところではないかなと。漁民
の気持ちはわかるんですよ。しかし、それを即ストレートに評価していくというのは、意見として非
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常に難しいと私は思っております。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○白島委員
確かにおっしゃるとおりだと思うんですけど、行政特研も25課題を、今、各県、そして研究所でい
ろいろやられております。３年間ということで、実は今年度限りということで、来年度取りまとめに
なると思うんですが、実際はっきり言って、行政特研にしろ、そういうことがまだ完全に終わってい
ないうちに──まあ、それを見たいとおっしゃる意見だとすれば、そうだとするならば、今の段階で

。11月いっぱいにこれを決めてしまえというのが逆に言うたら無理じゃないかと、私はそう思うんです
たったあと１カ月の間にですか、非常に無理なところがあるんですよね。そうだったら、もう少し時
間が欲しい。そういう行政特研の、いろいろ各研究部会の話が出て、そして、それを見て、各文献を
見ながらやっていかなくちゃならないんですが、もうとにかく今月いっぱいで決着つけろと言われる
と、そういう結果にしかならないと思うんですね、あくまでのここでの議論でしか。そうとしかなら
んと思うんですよ、正直言うて。
以上です。

○塚原委員長
ほかにもあると思いますけど、ちょうどお茶が出ましたので、もう既に２時間超えておるわけでご

、ざいますので、ここで10分ほど休憩させていただいて、皆さん、またその後で何とか意見を集約して
この委員会としてまとまるように持っていきたいと思っておりますので、いろいろお考えおきいただ
きますと、ありがたいんですが。
それじゃ、15分程度休ませていただきます。

〈 休 憩 〉

○塚原委員長
それでは、再開させていただきたいと思います。つきましては、何か議事進行の上で、あるいは検
討方法で、ご意見を賜ることございませんでしょうか。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
済みません、委員長、資料の訂正が１点ございまして。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
ご訂正させていただきます。
資料２－２の８ページでございます。(2)調査実施に想定される影響とその対策の欄ですが、その中
で小坂委員のご意見を「同上」というふうに書いてしまっています。これは、分解して並べるときに
間違いまして、正しくは「①－(2)に同じ」というご意見でございました。
同じことが、隣の(3) の同じく小坂委員のご意見が「同上」となっておりますのも、同じく「①－
(2)に同じ」ということでございました。
訂正しておわび申し上げます。
また、これ以外にも、後ほど間違いにお気づきになりましたら、事務局に申し伝えいただきますれ
ば訂正いたします。

○小坂委員
７ページも一緒ですね。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
あっ、そうです。

○小坂委員
７ページ、６ページも。
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○塚原委員長
ああ、そうですか。

○磯部・九州農政局整備部農地整備課長
大変失礼いたしました。全て訂正させていただきます。

○小坂委員
「①－(2)に同じ」と 「①－(3)に同じ」ですね。、

○塚原委員長
ほかに何か資料の上での訂正ございませんか。よございますか。またお気づきになりましたら、後
で事務局の方にご連絡いただければありがたいと思います。
それでは、先ほど申しましたように、検討のあり方について何かご意見を賜ることございませんで
しょうか。大分きょうは漁業関係の話が出てきております。もちろん、この短期開門調査にしても、
漁業者の提案によって第三者委員会、ノリ不作委員会等で検討されたという経緯がございます。この
辺のところは非常に大切なところだと思いますが、もう少し何かおっしゃっていただくことございま
せんか。
これは前回資料の中で、ちょっときょうお持ちいただいておると思いますが、有明海に関連する環
境及び漁業等ということで、資料２－３というところで、前回これはご説明申し上げる予定でござい
ましたんですが、説明をする時間がございませんでした。
これについて、先般、私、実はこれお願いをしたのは、気象、海象等、いろいろなことも短期開門
調査に関連して出てくるし、漁業生産には非常にそれが大きく関係しますので、そういう資料も用意

、しといてくださいと言ったんですが、その方のご意見は余り出ませんで、きょう初めて出ましたので
。これについて、こんな内容のものをつくっているということで事務局の方からご説明いただけますか

前の方の地形等は、これはもう余り関係ないと思いますが、ここで諫早湾の、有明海全体の位置づけ
的なものが出ております。
それから、負荷の問題も関連してくるんですが、流域面積、流入量、こういうものの割合をここに
出しております。
それから、気象関係がいろいろ、気温が近年、温暖化か何か知りませんけれども、上昇しつつある
というふうなことで出てきておりますが、この辺のところを事務局につくっていただいたんだけど、
おつくりいただいた方からご説明いただけますか。はい、どうぞ。

○田島・九州農政局整備部次長
。それでは、有明海に関連する環境及び漁業等、前回資料の２－３について若干簡単にご説明します

これは、項目といたしましては 「地形等 「陸域からの淡水流入量 「気象 「海象 「底生生物」、 」 」 」 」
「漁業生産」というふうに分けてございます。
まず、地形等の中には、海域面積・容量というのがございまして、有明海の状況を述べてございま
す。有明海は、九州の西岸に南から深く入り込んだ内湾で、胃袋型に湾曲していると。また、海域面
積は 1,700平方キロメートルであり、その平均水深は20メートルである。

○塚原委員長
簡単で結構です。皆さん大体ご存じの方でございますから。論議する際に必要だということでおる
わけでございますので、どうぞ簡単に。

○田島・九州農政局整備部次長
地形等につきましては、今言いましたように有明海の特徴を述べております。
この出典等につきましては、右側に書いてございますように、日本海洋学会、それから日本全国沿
岸海洋誌等から抜粋をしてございます。
陸域からの淡水流入量でございますが、有明海に比べて諫早湾というのは非常に小さい数字である
ということを、ここで書かさせていただいております。また、有明海の流入負荷量というのは、ここ
にも書いてございますように、ＣＯＤ、全窒素、全リン等でございまして、その６割程度は湾奥の東
側沿岸河川より流入しているということでございます。また、本明川を含む諫早湾干拓調整池からの
流入負荷量は、有明海全体の１～ら２％という低い数字になっておるということでございます。
気象等につきましても、気温、日照時間、降水量、台風といろいろ書いてございます。
また、海象等につきましては、潮位的には、平均潮位は昭和59年以降上昇しておるというのが一つ
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ございます。あるいは、有明海及び外洋においては、昭和55年から潮位差が年々減少しており、この
傾向は有明海湾奥部（大浦）において顕著であるということでございます。
一方、水温につきましては穏やかに上昇してございます。最近20年では 0.5℃上昇しており、有明
海湾奥と諫早湾では１℃の上昇でございます。
また、水質につきましては、塩分は有明海・諫早湾ともにほぼ横ばいで推移をしてございます。
また、ＣＯＤは、湾奥では近年上昇傾向にあるものの、その他の海域ではほぼ横ばいで推移をして
ございます。
透明度でございますが、有明海湾奥部で1970年代から上昇傾向にございまして、年代ごとにその傾
向が異なってございますが、筑後川等の流入河川のＳＳが長期的に減少していることがこの原因では
ないかと指摘されてございます。
また、プランクトンの沈殿量は、1983年ごろまでは高い数値を示してございましたが、1984年以降
は減少してございます。また、冬季にプランクトン沈殿量が増加する傾向が見られておるということ
でございます。
底質でございますが、溶存酸素飽和度は、佐賀沖、福岡沖ともに、夏季に低下をし、冬季に回復す
る年周期を繰り返してございます。貧酸素現象は佐賀沖の多くの地点で見られますが、福岡沖では見
られていない。1970年代以降からこの傾向に明らかな変化は見られてございませんということでござ
います。

、底生生物の有明海の分布でございますが、底生生物についての過去からの推移は明らかではないが
諫早湾湾口部や大牟田沖の調査地点で、底生生物の種類数・個体数が多い傾向が見られたということ
でございます。
一方、諫早湾湾内でございますが、底生生物の種類数は、潮受け堤防近傍では平成７、８年ごろか
ら出現数がふえて、締め切り後は一時減少してございます。これに対し湾口部では締め切り後、種類
数の増加が見られます。また、底生生物の個体数でございますが、種類数同様、潮受け堤防締め切り
後、堤防近傍では一時減少いたしまして、湾口部で増加する傾向が見られてございます。
ノリでございます。海面養殖の収穫量は、その大半をノリ養殖が占めておりまして、1970年代以降
増加してございます。ノリ収穫量の推移を地区別に見ますと、湾奥部から湾東側の福岡有明及び佐賀
有明及び熊本有明は収穫量の伸びが顕著でございますが、長崎有明は1980年代後半から減少傾向にご
ざいます。
二枚貝でございますが、漁獲量のピーク時の対象は主にアサリとハマグリ類であり、大半は福岡・
熊本有明で漁獲されていたが、1980年代後半以降減少すると、それまでの漁獲量の少なかったサルボ
ウ類が漁獲の主体となり現在に至ってございます。タイラギとアゲマキは年による変動が大きいがタ
イラギは80年代前半以降激減し、アゲマキは90年代前半以降ほとんど漁獲されていない状況でござい
ます。
魚類でございますが、魚類の収穫量は、昭和60年代以降、減少傾向を続けておるということで、そ
れぞれの既存の資料から抜粋をさせていただいております。

○塚原委員長
このようなものを調査するに当たっての背景として、当然頭に入れた上で調査設計を考えなきゃな
らんというふうに私なんかは思いますもんですから、このような資料以外にも何か皆さん検討に当た
っての必要なものがあればご要望願いたいと思っておりますが、いかがでしょうか。ほかにはござい
ませんか。
ないようでしたら、こういうものを頭に置いていただいて、その上で中・長期──先ほど来、排水
門の開度をどうするか、海水導入期間をどのような形で中・長期を考えるか、あるいは調査項目につ
いてはどういうものを考えるか、調査点はどういうふうに考えるかということについてご意見を賜っ
ておいて、次回で十分検討したいと思っておりますが、これについて何かご意見賜ることございませ
んか。
要するに、短期開門調査は鋭意おやりいただいてまとめができた。これについて残された課題が何
があって、これを中・長期でやらなきゃならん、あるいは同じものも、短期ではここまではわかった
けれども、中・長期をやることにおいて意義があるよと、それがきょういろいろご意見でやるべき、
あるいはもう短期で大体わかったから視点を変えるべきだというご意見といろいろあるかと思ってお
りますが。はい、どうぞ。

○滝川委員
今、今後の検討の進め方というお話ですけど、また原点に戻るわけでもございませんが、要するに
今回の中・長期に向けての開門調査のあり方という観点からして、何を我々が調べるべきか、何がわ
かるかというときに、諫早湾の堤防の締め切りの有無によって有明海域全体にどういうふうな影響を
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与えたのであろうかということと、ノリの不作、あるいは環境悪化、魚が少なくなったとかいうこと
の全体としての環境悪化の要因分析がございますですね。それに及ぼすような影響というのは、今、

。気象、海象、地形等々、地球規模的な環境の変動というのも無視できない、非常に大きいものがある
そういう状況の中で、一体開門調査することそのものがどういう意味があるか、私自身の解釈です
が、考えると、要するに先ほどから申し上げているように、物理的な境界条件が変わったというのが
まず第１点ですよね。それに伴って締め切り堤の調整池というんですか、調整池のところでの水質負
荷といいますか、本明川から直接海域に流れ出たようなものが調整池の中でためられて、要するに河
口部分が水門のところに来たというんですか、そういうふうな物理的な境界条件の変更があっている
という事実ですよね。それはそれとして、だから、開門して何がわかるかというときには、開門の、
今の水門のある位置からどういう物質が流れ出していくのか。調査するにしても、それを調べている
ことになるという基本的なところです。水門を開けたことによって調整池の中にとっては、以前そこ
の海水が入っていたところが調整池になって淡水化されている。その淡水化されていることに海水を
導入することでもって、そこでの物質収支がどの程度あるということを調べることは可能です。だか
ら、むしろ内側の調整池の中に対してのいろんな物質収支のメカニズムといいますか、それを調べる
には非常に有効なものであろうと。
それから、今度は外海に対してといいますか、外海の有明海全体に対してそれがどういう影響を与
えるのかというのは水質的、あるいはいろんな物質の量といいますか、開門の開度でもってどこまで
影響が及ぶのかというのは非常に難しいところがある。それを実際には測ってみて、どの程度の影響
かということを調べて、それで底質がどう変わって、貧酸素水塊がどう変わるかということが直接そ
れと結びつくかを調査するには非常に難しい点があるんじゃないかというのがまず私自身は基本にあ
ると思います。
それと、流動の変化は、締め切ってしまいましたから確かに以前とは変わっている。ただし、それ
を開門することでもって流動の変化がまた起こります。その流動の変化はあくまでも昔じゃなくて、
今の水門の状況でコントロールすることでもって流動が変化する。じゃあ、その流動の変化が海域全
体の水質、貧酸素水塊、あるいは底生生物等々にどんな影響を与えるのかということは、直接にわか
るような、要するに成果がわかってないと言ったらおかしいけど、流動変化そのものが生物生産、生
き物にどういう影響を与えるのかというところはまだまだ未解明である。だから、そういうことがあ
るという観点ですね、そこを持っていっておかないと、ただ開けたからわかるだろうという、その影
響が大きかった少なかった、これは大失敗だったということになっては非常にまずい話じゃないか。
だから、そういう意味で私が先ほどから申し上げているように十分なといいますか、ほかにいい方
法があれば、いきなり全面開放というんじゃなくて、段階的に、やっぱり慎重にやらざるを得ないん
じゃないか。そのための事前評価といいますか、アセスを十分にやっぱりやった上で期間なり開度、
水門操作の方法にしろ議論していかないと難しい話かなという──要するにわかるところ、わからな
いところが余りにも複雑に絡み過ぎているから、それは慎重にやっていくべきだろうと、全体的な意
見なんですけど、申し上げたい。
それと、私自身、シミュレーション、シミュレーションといつも申し上げているんですけど、シミ
ュレーションに限らず、ほかにもそういった海域環境の影響を評価する手法というのは考えられると
思いますので、そういったことも多々組み合わせながら、ただ開門するというんではなくて、開門し
つつほかのものも同然並行しながらやっていく、あるいは開門した調査そのものの結果がほかの手法
の検証といいますか、そういう位置づけでやっていかないと、因果関係といいますか、そういったも
のの関連がなかなかわからないという気がいたします。
以上でございます。

○塚原委員長
ありがとうございました。ただいまのご意見に対して何かご質疑ございませんか。ほかに何か……
どうぞ。

○中西委員
この委員会で議論するかどうか、私はちょっとわかりませんが、やはり調査をすると、いろんな意
味で相当な大がかりな調査になるわけですね。それで、当初、委員会でもちょっと言いましたが、ど
のくらい費用がかかるかということですね。このオーダーもやっぱり知っておかねばならないと思う
んですよ。
今まで環境アセスにしても、環境サイドにおいては費用のことは全く言ってないんですね。これは
別にここの委員会だけじゃなくて、ほかのところもこういう影響があるか調べなさいとか、こういう
ことで来ているけれども、やはり膨大なことになると費用の問題ですね、これは避けて通れないと思
うんです。少しわかるが、膨大なお金が要るというと、そこもやっぱり判断資料になるわけです。だ
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から、やはり大まかでいいが、例えば、このくらい調査をすれば何億要りますと、基本的にこれみん
な税金ですからね、みんなが出しておるんだから、公共事業の抑制とか、費用を減らそうという概念
が一般に浸透しているのに、少なくともそういう情報が欲しいなと、そう思っております。

○塚原委員長
わかります、わかりますけど、そこまでここでやるか、これは決定なさるのは検討会議でございま
すのでね……。

○中西委員
そうそう。だから、親委員会がおやりになったらいいんですけどね。

○塚原委員長
専門委員会でございますので、専門的な意味でこれをやるのがベストであるというところでまず論
議していただいて、そして、附帯で今のご意見、これは大切だと思いますけど、そういう方向でいき
たいと思うんですが、よございましょうか。

○中西委員
はい、わかりました。ここのところでそれを……

○塚原委員長
ここで決めますと、じゃあ、長期をやったらどのくらいかかる──長期もまだ決まっておりません
ので、何年やるかもですね。

○中西委員
基本的にここでやるかどうかはやっぱり別問題ですね。

○塚原委員長
そうそうそう。

○中西委員
やはりお金というのがかかるので……。

○塚原委員長
その問題は大事だと思いますけど、はい。

○中西委員
はい、わかりました。

○塚原委員長
よございましょうか。まずは専門的にベストな方法は何なのか。滝川先生もそこのところは、やっ
て何が得られるのかというところの専門的、あるいはもう少し広げて技術的な問題としてまず先に聞
きたいと思っておりますが。はい、どうぞ。

○滝川委員
済みません、ちょっと先ほど言い忘れてしまったんですけど、先ほど申し上げたように、物理的な
境界条件等が変わっているんだと。それと、調整池内の特性といいますか、物質収支の影響を調べる
のに非常に開門というのは意味がある。そういったことで失われたといいますか、調整池内の浄化機
能等々がどの程度あるのかということを前提に多分、短期開門調査を推定してみようということで行
われたわけですね。
ですから、そういった意味では、先ほどは違う類似干潟ということだから、本当の干潟とやっぱり
違うからというご意見も当然そうだと思います。でも、それはそれとして、やはり干潟を対象にした
ようなモデル調査、生態系モデルとしては私自身は非常に高く評価すべきだと思いますし、それがそ

、のまま適用できるかどうかという検証も含めての意味合いはあろうと思います。実際、海水を入れて
そこの調整池内のところのやつを本来のあるべき姿に、以前の状況をどの程度再現できるかというも
ののグレードアップを図るというんですか、そういった生態系モデルを完成化させるという意味では
非常に意味があるんじゃないかなと。
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ですから、そういったものをベースにしながら、やはり実際の開門調査と事前評価等々のうまい組
み合わせといいますか、そういった方向というのは専門的な立場からすると手法としてあり得るのか
なと私自身は考えております。

○塚原委員長
どうぞ。

○加藤委員
私も滝川先生の意見と全く同じですが、やはり類似干潟については先ほど条件等についていろいろ
ご意見ございました。ただ、有明海の現地で実際になされたという点では十分評価すべきだろうと思
っています。ですから、これが一つの指標としてお使いになられるということは、僕は一つの考え方
だと思います。
それからもう一つ、やはり影響という点で考えますと、私一番心配しますのは、洗掘の問題と、そ
れから濁りの問題です。これが開け方によるでしょうけれども、全開の場合、あるいは制限つきの場
合、どういう影響が及ぼされるのか、そういう検討をやっておかなければならないんじゃないかと思
っています。

○塚原委員長
そうすると、調査のために起こる影響ですね、環境影響の予測を十分やった上でないと無理だとい
うご意見ですね。

○加藤委員
それは先ほど来、小坂委員の方が言われました背後地の問題もあわせてですね。

○塚原委員長
あわせてですね。はい、どうぞ。

○中西委員
本当に個々の与えられた宿題が非常に短期に結論出さなきゃならないです。例えば、これだけの開
門とか大きな事業をするのに、今の環境アセスメント制度に仮にのったとすれば、やはり二、三年か
けてというようなオーダーになると思うのですね。だから、一方では世の中でそういうことがやられ
ておる。ここでは早期にイエスかノーか言えということで、非常に苦労しているわけですが、本当の
ことはやはりそこまで時間かけなきゃなかなかわからないだろう。３年かけてもわからないかもしれ
ませんけど、少なくともほかの事業についてはそういう制度が定着しておると。ここは特異なケース
ですから、それが実は出てないですが、やはり事後と事前調査の評価が相当要るんじゃないかとは思
っております。

○塚原委員長
しかし、もう一つ、今おっしゃるように、お二人のご意見ですと、調査のための影響予測をしない
とだめだとなると、これかなりいろんな調査の方法なりなんなりが決まらないことには予測できませ
んね。定性的にはできても、定量的にはなかなか大変だと思いますがね。そうすると、そういうもの
がまたある期間かなり要しますね。

○加藤委員
例えば、今のＳＳ濃度、洗掘の問題ですね。それに関しまして、先ほど潮流が樋門の下でどのぐら
い出るかということは、潮位の差が計算できていますから、ある程度予測できますね。

○塚原委員長
できますね。

○加藤委員
それから、もしある程度の予測ができておるなら教えてほしいなということですよね。
○塚原委員長
流速は今まででもかなり調査があっているし、モニタリングでずっと、排水量の違いによっていろ
いろやっていますから、できるものかできないか知りませんが、ある程度できますね。しかし、浮泥
なり、あるいは底泥の巻上げとかその量とかいろんなものは簡単に出ますか、洗掘とおっしゃったけ



- 30 -

ど。

○加藤委員
確かにいろんなパラメーターがあります。つまり、限界掃流力とか、いろんなパラメーターはござ

、いますが、今まである程度滝川先生とか、いろんなところで実験されたもの等をお使いいただければ
この程度はできますよというものはできるんじゃないかと思うんですけどね。

○塚原委員長
それは、例えば、数日間なりなんなりでぱっと出ますか。大体これ今月内に一応まとめをしなきゃ
いかんと思っていますけれども、与えられた時間はそれしかないわけですが。はい、どうぞ。

○白島委員
何度も言うようでございますけど、現場漁業者はここ平成12年からああいうふうにノリの被害があ
って、佐賀県の場合は徐々に毎年 100経営体ずつ減少いたしております。そういう中で、今まで４年
間たったわけで、やっとこういうふうに中・長期開門調査ということがあって、彼らは中・長期開門
調査でその因果関係というのをはっきり出してもらえるだろうと期待をして、しかも、それなりの意
見を言うておると思うんです。
私は、はっきり申し上げて、やっぱり速やかなそういう開門調査というのは必要だと思いますし、

、また、それを事前にやると、どれくらいかかるかわからない。はっきり申し上げて、今、有明海でも
我々今年ももせんだって申し上げたように、プランクトンで悩まされておりますけれども、そういう
問題ですらはっきりしない。ただ、それがわからないということであればどうしようもないわけで、
やっぱり一つの方法として、もう一回開けての開門調査というのも必要じゃないか。はっきり申し上
げて、一番被害をこうむっているのは漁業者だと思います。
ですから、彼らがそういうふうに要望している、我々にも何とかしてほしい、そういうことがはっ

、きりしないと、我々としても現場の人間として対策を立てられないんです、正直申し上げて。だから
どういうふうなことで指導していいかわからない。そういうことで、何とかこういう開門調査である
程度はっきりするべきところはやっていただきたいと私は申し上げておるわけでございますので、ひ
とつその辺をよろしくお願いしたいと思っております。

○塚原委員長
どうぞ。

○本田委員
滝川先生の言われるのは理想的によくわかります。しかし、今、白島委員が言われたように、非常
に現場では中・長期、特に長期の調査をやってほしい、それから因果関係を明らかにしてほしいとい
うのが漁業者の望みなんですね。今、加藤委員の方が言われたように、シミュレーションでわかるで
しょう、アセスしたらわかるでしょうということがありますけど、アセスでわかっていたら、こんな
問題は起こらんわけですね。諫早湾つくるときにアセス十分されておると僕は理解しています。しか
し、それでわからないことが今起こっておるわけで、だから、中・長期の、特に長期をやるために、
例えば、短期の場合は20センチしか開けなかった。だから、中期の場合はかなり開度を上げて、洗掘
がどう起こるのか、濁りがどう起こるのか、その辺をやっぱり十分データをとるということが僕はま
ず大事だと思っています。そして、それを受けてシミュレーションなりなんなり、そのときに、今度
はそれ以上したときどうなるのかということをやってもいいと思いますけど、まず中期を十分データ
をとるためにやる。

、さっき言われたように、短期の場合にその辺のデータを僕はとられてないと思っています。だから
そこのところがない、データをとってないで中期、長期にいこうとしておるんですから、まずそこの
ところはきっちり中期の調査をやっていただいて、その辺のデータをとって、さらに長期開門調査の
方につないでいただきたい、そういうふうな議論をしていただきたいと思っています。

○塚原委員長
私は、今日、議論していただくようにしているのも、中・長期をやるに当たっての成果、データ、
今足りないとおっしゃったんですが、じゃあ、何をとらなきゃいかんかというところを明確にし、そ
れから、その範囲をどう考えるか、そこのところが大事だと私は思っておるもんですから。そこのと
ころは、短期は短期として鋭意行われたと。それで、それに残された課題と言っちゃいけないかもし
れませんけど、まだこういうデータが足らんよと、それで私ちょっときょうは、漁業生産という項目
がちゃんと上がっているんで、漁業生産のことまで話題としては出しているわけですが。



- 31 -

はい、どうぞ。

○本田委員
今、委員長の言われるとおりで、だから、きちっとそこを整理して、ここで議論する目的は、中・
長期の調査をどうするかということだと思うんですよ。だから、短期をやって何がわかって何がわか
らない。長期に行くために中期は何をすべきか。だから、さっき言われたように、アセスで十分じゃ
ないかという意見もあるかもしれません。しかし、現場でとにかく長期にやるためのもののデータを
得てほしいというのが僕らの意見なんで、その辺のところをきちっと整理しないと、もうどこまでい
っても堂々めぐりになると思うんですよね。だから、ちょっと失礼かもしれませんけど、ぜひその辺
のところをしていかないと、さっきからずうっと水かけ論のようなことばっかりじゃないかと思いま
すから、その辺をぜひやっていただきたいと思っています。

○塚原委員長
そう思って言っているんですが、もう少しそこのところが専門的な立場、それから技術的と言って
いるのは、今度は調査手法なり調査点なり、いろんなところに問題を含めて論議いただきたいと、ご
意見賜りたいということを言っておるわけですが。ほかにこのことについてご意見賜ることございま
せんでしょうか。
はい、どうぞ。

○加藤委員
これにも書いているんですけれども、12年のノリ不作ということについては、原因究明は相当詳し
く菊池先生がいつもおっしゃっておられますような形で、わかりました。ところが、先ほどデータい
ただきました資料の中に、漁業生産、ノリの生産のグラフがございますけれども、平成13年、14年に
つきましては、相当いい結果が出ているわけですね。そうすると、逆にそういういい結果、豊作のと
きはどういう条件だったのか、これはやはりひとつ明らかにしておく必要があるのかないのかという
ことがあると思いますね。

○塚原委員長
そうしますと、今おっしゃったご意見につきますと、少なくとも漁業生産の概要で前回の資料をき
ょう紹介しましたけれども、それはもっと詰めなきゃ意味がないよということでございますね。これ
なんかは白島さんなりで、このときの不作はどうだった、このときの豊作はどういう条件だったとい
うことは言えますか。

○白島委員
大体その辺の経過は我々とっておりますので。

○塚原委員長
それを次回までに検討しておいていただけますかね。

○白島委員
大概その辺のところの資料は出しておるつもりなんですけど、うちの方で。

○塚原委員長
もう出ていますか。

○白島委員
はい。

○塚原委員長
事務局はそういうのは手に入っていますか。

○白島委員
ノリの情報なり我々のホームページにも出していますし、それを見ていただければ、それはもう２
年間続けてずっと出していますから。それをやっぱり事務局の方でまとめていただければ。

○塚原委員長
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まとめますので、ひとつ……。

○白島委員
もし、足らない資料があるというんだったら、私の方で差し上げて結構ですけど。

○塚原委員長
はい。おつくりになった方に説明を聞かないと、事務局の手に渡るとですね……。

○白島委員長
今加藤先生がおっしゃった14年につきましては、もう既に。

○塚原委員長
もう少し前からわかりませんか、先ほどのノリの経年変化ですね。

○白島委員長
それはございます。

○塚原委員長
ありますね。経年変化があって、これはこういうものにかかわっているよとか。

○白島委員長
だから、ちょっと私の方は今予算時期でとても大変なんで、だから、ちょっとそういう意味で、逃

。げるわけじゃないんですけど、お入り用だったらデータを差し上げますから、整理していただければ

○塚原委員長
これはやはり原因説とか因果説というような面からは大事ですよね。

○白島委員
ただ、はっきり今まで通して言えることは、非常に秋口に、いわゆる鞭毛藻類なり、ラフィド藻が
最近ふえていると。そして、それが何らかの形で珪藻に変わっているという傾向が非常にあります。
13年は雨が非常に多くて、栄養塩が非常に豊富だったというようなところがあって、一言に言えば
ですね。そして、ノリがとれたということもあるんですが、実際一部鹿島地先あたりでは、そういう
鞭毛藻あたりがふえています。そして、いかにも全体ではとれたようには見えていますけれども、実
際その辺がある。そして、平成14年度については、また今度逆の天候で、渇水という面で栄養塩は非
常に少なくなっていますが、これまたやっぱり全くプランクトンがなかったわけじゃない。非常にそ
の辺が問題。
以前は大体我々のところでは、こういう鞭毛藻類で秋口がやられるなんていうことはほんの一部に
限られたことであって、大体最後は大型の１月、２月ぐらいに、そういう珪藻プランクトンでだめに
なるというケースだった。
さっきちょっとプランクトン量で福岡県だけ出されていますけど、実際言うて、今プランクトン類
が非常に少ないというのも、一つはそういうところでプランクトンネット──この間ちょっと話出ま
したが──にかからないプランクトンがかなり秋口に発生する。トータルすると、やっぱり少ないか
もしれない。ただ、平成12年というのは非常に大きなリゾソレニアというやつでプランクトン量がふ
えています。一言に言えば、そういうふうなところの経過はございます。

○塚原委員長
そうですか。

○白島委員
はい。もちろん病気でやられたというケースよりも、そういう色落ちでやられるケースの方が今の
ところ多い。だから、それは何なのかということで、漁業者は今言っておるわけで。

○塚原委員長
はい。

○白島委員
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だから、当然平均単価も下がりますし、色落ちが一番こたえるんですよね、売れませんから。だか
ら、その辺との関係はどうなのかということを現場の漁業者は言っている。

○塚原委員長
それはもう福岡県も熊本県も同様ですかね。ノリの作柄と環境との関係ですね、条件。どうぞ。

○本田委員
、今、白島委員が言われたように、今、ノリの金額とか量を制限しておるのは色落ちですね。僕は昔

10何年前、有明海で珪藻ばかり追っかけよったんですけど、そのころは大体今と違って色落ちは２月
から３月ですよね、１カ月近く昨今は早くなっておる感じがします。それから、昔と違って量が一気
にふえます。昔は徐々にふえていくのが今は一気にふえる。ふえ方も全然スピード感が違います。こ
れは何なのかということですね。
それから、珍しいプランクトンがみられるようになったということですね。従来から有明海にいた
パターンと違うものが出ている。これは何なのかと。何らかの外海種の入り込みもあるでしょうし、
いろんな状況もあるでしょうけど、大きく昔と違うと。その点をいろんな先生が言われています。例
えば、成層化とか流れが遅いとかいいます。漁業者は 「昔は濁っとったけど、きれいな海やったと。、
今は透明度があってきれいな海やけど、汚い海」というような表現しますけど、非常に海は変わって
おるんじゃないかという感じがします。だから、その辺が何なのか。それがやっぱり今漁業者が一番
問題にしておるのが、諫早干拓堤防ができたからじゃないかと。そこの調査をして、本当かどうかを
知りたいというのが彼らの本音だと思うんですね。だから、その辺のところ開門調査をきちっとどう
するんだということを議論する場だと僕は理解しておるんですけどね。だから、ぜひその辺のところ
を漁業者が納得できるような、もうやらないならやらない、やるならやるで納得するようなことを議
論すべきだと理解しております。

○塚原委員長
わかりました。はい、どうぞ。

○伊勢田委員
熊本県の漁場は、ご承知のとおり南北に長いわけですけど、長洲から荒尾にかけての漁場というの
は、これはやっぱり数年間、特に異常な状態というのは出ていますから、ここら辺は、じゃあ、どう

。いうことでこういう状況が起きているかというのは、やっぱり調べる必要があるというのはあります

○塚原委員長
それはもう調べていないですか。

○伊勢田委員
ええ。ですから、そこら辺は調べていないというよりか、栄養塩はもちろん低いわけですから、そ
れがどういう理由でそういうことが発生するかというのをきちんと調査をやっていく必要があると。

○塚原委員長
あるということですね。どうぞ。

○滝川委員
今お話がありますように、有明海の環境悪化というものに対しての要因といいますか、それは非常
に多くのものが考えられるというお話があった。その中で、今ここで議論になっている開門調査とい
うものが──どの程度じゃないですけど、その一環として有明海全体に影響を与えているのかという
ものももちろん調べなきゃいけない。そういう一環としてのとらえ方である。だからといって、ここ
を開けたから、長期開門したからわかるということをどこまでわかるということを皆さん理解してお
かないと、そこが大きな違いだと思うんですよ。ただ開けるのが目的じゃなくて、開けたら何が要因
分析のものにつながるのかと、そこの認識をまず持たないと、開けたからここはよくなかったから、
そうじゃないかとか、そういう予断を持ってと言ったらおかしいんですが、その開門調査そのものも
有明海域の環境悪化の要因を探るための一つの手段という観点をまず失ってしまったら、何も見えな

。い。そういう観点のもとで、じゃあ、開けたときに何を測るべきかというのがおのずと決まってくる
ただ、泥質だけ測る、あるいは生き物だけ測るという話でもない。海流がどう変わる、あるいはその
ときの海象、気象条件がどうなっていると、それも同時に測らないと何の議論にもならない。ただ、

。開けたから、ほら変わったということにならないようにしないと、これは大きな間違いになってくる
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それに負うべきリスクというのもかなりあるはずですから、そういったことの保証もきちっとした上
で議論しないと、何かどうも本筋がずれてくるような気がいたします。
だから、わかるところと、こういう開門調査をすれば、ここのところは明確にある程度何％かわか
るであろう、可能性がある。ここのところはようわからんけど、調べてみようと。そこの認識は皆さ
ん、ここは専門委員会ですから、そこをきちっと持つべきだと私自身は思います。その中で、おのず
と調査する項目も、どういう調査方法をしなきゃいけない、どの期間を開けなきゃいけない、いつご
ろやったらこれがわかる、という議論になっていく。ただし、そういう議論が11月中にできるかどう
か、これはクエスチョンマーク、まさにそうだと思います。

○塚原委員長
しかし、やっぱりある程度そこのところ議論しておかないと、まとまらない。
どうぞ。

○伊勢田委員
今のお話ですけど、そこら辺については、第三者委員会の方である程度整理されている話じゃない
でしょうかね。ですから、我々はその専門ではございませんので、詳しくありませんけど、第三者委
員会の方でそれぞれの項目について、それぞれの意見が出されて、最終的に中・長的開門調査は必要
であるというふうに言われているわけですから、もし短期間に、そこら辺についても整理をしたいと
いうのであれば、第三者委員会の方の先生方の各座長さんなり、委員長さんなり呼んで意見を聞かれ
るというのもいいんじゃないですか。

○塚原委員長
今おっしゃるのはもっともだと思っていますが。
はい、どうぞ。

○加藤委員
今のご意見に関して、これは滝川先生は第三者委員であり、モデル委員であるし、私はモデル委員
の方であったんですが、第三者委員会の結論が出たのが、平成13年ですから、実際には12年の12月ぐ
らいでしょう。

○滝川委員
最終見解？

○加藤委員
委員会が３月に終わりますよね。

○滝川委員
15年でしょう。

○加藤委員
15年ですね。ですから、14年の12月ぐらいから結論（まとめ）の議論がなされたと思います。とこ
ろが、そのモデル委員会で実際にいろんなシミュレーションなりやって、得られた結果が、本当に出
てきたのは実は15年の５月か６月でしたね。それだけの間の差に、結構いろんな計算結果が出てきた
ということがありますね。ですから、第三者委員会で疑問点だとされたことについて、いわゆるシミ
ュレーションの委員会で少しこういうことはわかりましたよというものも出たということも事実です
よね。

○塚原委員長
じゃあ、今、伊勢田さんおっしゃった第三者委員会でこの問題をどこまで論議してあるかを一遍事
務局に整理してもらいます。その上で、この開門調査の論議が出てきておるとすると、くどいようで
すが、短期開門でやった問題では、その解釈は出てきていない。今の漁業生産の方にはですね。そう

。すると、今度は中・長期は、やっぱりそこのところに視点を置かないといけないのかどうかですよね
これについては何かご意見賜ることございますか。それは先ほどおっしゃったように、４県会議か何
かでなされているような話も聞きましたけど、どうぞ。

○小坂委員
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先ほど言ったことと同じですけどね。結局、この生物生産というのは、単純に開門調査をやったか
、らといって、それで本当に成果が出てくるのかというのが非常に問題だと思うんですね。１年、２年

３年やったからといって、この生物生産というのは、いろんな要因があるわけですから、その要因が
、複合的に重なっているわけですし、また、魚種によっても違うわけですよね。貝類と魚類とまた違う

藻類とノリとまた違う。だから、その辺で、先ほどノリの話も確かに変動して、非常に海況要因が変
わってきている。それが何なのかというところは今のところわかっていないということなんで、これ
が、いわゆる開門調査によって、わかるかどうかというのは非常に単純なことじゃないと思うんです
ね。そのために開門調査をやるのかと私は思います。
それから、ほかの要因もですけれども、例えば、干潟についても、一定の評価が果たしてどこまで

、出るのかですね、いわゆる干潟機能の問題をどういう整理ができるのか。それから、赤潮については
むしろ赤潮というのは気象の条件というのが非常に大きく影響するわけですし、開門して、その年に
たまたま出なかった、たまたま出たと。しかし、そのときの気象条件がいろんな、特に天候、水温、
風、こういうものがあるわけですから、そういうことで開門調査によってどういう評価ができるのか
というのが非常に私は難しい。私は結論としては、前回も言いましたように、まず流れの問題が非常
に強いということであれば、シミュレーションをやってみる。そこからいろんなものが導き出される
んじゃないかなということを言いたいわけですけどね。

○塚原委員長
そうすると、シミュレーションは短期でかなりやっていますよね。あれではまだ残された課題があ
るわけですか。

○小坂委員
いや、だから、短期の１メートル20という問題で、なかなか実際の問題でそういう成果が出てこな
かったんで、シミュレーションでさらに大きくとか、そういう検討ができるんじゃないでしょうか。

○滝川委員
シミュレーションについては、私も書いているんですけれども、現在のシミュレーションが、要す
るに神様の領域といいますか、パーフェクトじゃないというのは皆さんご存じだと思いますし、そう
いった意味でシミュレーションオンリーという方向でいくのもちょっとクエスチョンマークがある。
そういった意味で、シミュレーションもグレードアップする余裕は──余裕といいますか、しなきゃ
いけない点はあります。しかしながら、ほかの方法よりは今の時点では少なくともすぐれていると私
自身は思っています。
だから、そういった意味のシミュレーションをうまく活用しつつ、現地での調査等々の、検証を含
めてのそういう調査の方法というのが私自身は理想的じゃないかなと。シミュレーションもグレード
アップしなきゃいけない、もうちょっと細かいメッシュで計算しなさいとか、そういう課題も多々あ
ります。だから、そういったものを克服しつつ、現地でのそれを検証する意味合いでの再度の調整と
いいますか、開門調査といいますか、現地での調査というのも理想的にはそういったことが考えられ
ると思います。
確かに今の現時点では、いろんなリスクを考えていくと、数値モデル、あるいはそれにかわるよう
な過去のデータの整理といいますか、統計的なデータの整理の仕方もございますから、因果関係を調
べるという意味からも、そういう方法が考え得るということです。それを11月中までにやれという話
とは別として、そういう方向性が当然あるだろうと思います。シミュレーションを使うにしても、も
う少しバージョンアップをお願いしたいというのがあります。

○小坂委員
追加していいでしょうか。

○塚原委員長
どうぞ。

○小坂委員
シミュレーションが完全ではないということで、私もそう理解しておりますし、原因、いわゆるノ
リ不作にしても、漁業生産の減少にしても、何が原因かということを我々は一生懸命今いろいろやっ
ているわけですから、その原因としては、単一のものじゃないということも我々理解しておるわけで
すね。温暖化の問題とか、陸水の汚染の問題とか、泥質の細粒化の問題については、やっぱり河川か
らの砂の流れ込みが少なくなったとか、地形が変化した、海岸線が変化したとか、いろんな要素があ
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ると。だから、その中の一つの要素として、この中・長期開門の原因についてどのぐらい影響してい
るかということを検討してみようということですから、その一つの材料として、シミュレーションで
やってみるということは一つの価値があるんじゃないかなと、僕はそう思うわけですね。
ですから、中・長期開門調査をやって、漁業生産もすべて有明海のこの状況がわかるならば、これ
は諫早干拓、いわゆる堤防を撤去すればいいんであって、しかし、そうは原因としてはならないんじ
ゃないかと、我々水産研究者としては思っておりますし、総合的な問題があると。だから、有明海と
いうのは非常に疲弊していっているということですから、その一つの原因としてするならば、シミュ
レーションでまずやってみる必要があるんじゃないかなと、僕はそう理解しています。

○塚原委員長
ほかにございませんか。
なかなか集約しにくい形になっておりますので、御意見、本当に御苦労さまで、いろいろ出してい
ただいたものをＡ、Ｂと分けてみてもかなり分かれておりますから、そこのところで、最後は結論と
しては開門調査をどのようにやるべきかというところに絞らなきゃいけませんので、何か進め方とし
てのいいアイデアはありませんか。
大分時間も迫ってまいったんですが、きょうなかなか集約することができないで申しわけございま
せん。つきましては、次回までにこのような検討をしておけと、あるいは論議するに当たっての資料
が必要であるということについて御意見ございませんでしょうか。
もう一度第三者委員会の、先ほどの漁業生産の低迷といったらいいんですか、あるいは平成12年の
ノリ不作が気になっていますから、そこのところはもう少し、もう一遍洗ってもらって資料的なもの
を考えます。その上で、短期開門に基づいていろんなことをやったと。しかし、これについて残され

、た課題がやはりあるということでございますので、そのようなことについてどのような問題があって
どのような開門調査のやり方をするのかということでございますが、きょうはもう少し開門の開け方
についてご議論いただこうと思っておったんですが、このことについてはいかがいたしましょうか。
きょうは概略短期開門のときの開け方の決め方、それから、いろんなことを総合的に判断して決まっ
ておるわけですが、皆さん方の御意見では、開門をもう少し開度を高めるというのは、今までの御意
見ですよね。それから、もう少し長期でやるべきだと。それに基づく成果といいますか、そのことは
どういうことを考えておるかということでございますが、それにかかる資料ですね。先ほど来、中西
先生から費用の面も出てきたんですが、そういう問題も含めてね。ですけど、費用はちょっと置きま

、して、ベストな方法はどういうものがあるかというので議論しませんと、私が聞いているところでは
、漁師さんが言っているような開放、あるいは皆さん方の開門でも全開という話が出ているわけですが

実際にこれが可能かどうかという点は、構造上の問題いろいろ、きょう構造上の問題は出ませんけれ
ども、それを開けるとすると、どういうような手当をしないと調査はやれんよと、これも大きい問題
じゃないかと思っておりますが、きょうそれまで事務局は説明しておりませんけれども、空理な話を
しても意味はございませんので。

○加藤委員
ですから、先ほどちょっと私お願いしましたように、全開したときでもいいですし、あるいは制限
つきでも構いませんが、今計算できる範囲でＳＳ濃度と洗掘程度、これがもしわかるなら次のときに
わかる範囲で結構ですから。

○塚原委員長
論議に耐えるような形でいきたいと思っていますが。

○小坂委員
私、先ほどちょっと論議の中で申し上げましたけれども、いわゆる全面開放した場合に、水位がど

、こまで来るのか、いわゆる背後地ですね。それと、干潟が最干潮でどのぐらいになるのか。それから
樋門がどのぐらいの箇所補修しなきゃいかんのかですね。モーターも含めて排水をしなきゃいかんの

。か、その辺のところもちょっと整理をしていただければ論議の一つのデータになると思いますけどね
その辺もお願い、いかがでしょうか。その辺、実際に短期間ではなかなか難しいよということでござ
いましょうか。

○田島・九州農政局整備部次長
いいえ、おおむねということであれば、そう時間かからずに出せます。

○塚原委員長
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はい、どうぞ。

○伊勢田委員
今ちょっとお話が出ている濁りとか洗掘ですかね、これ等については、逆にそれに対する対策とい
うのもあるんじゃないかなと。それに対して、幾らぐらいかかるかというのも、もちろん、金目の計
算は要るかもしれませんけど、そういった面もある程度出していただかないと、これはだめだよとい
う話では非常に厳しいところがありますから。

○塚原委員長
ありますよね。はい、どうぞ。

○白島委員
もう一つ、せんだっても申し上げたんですが、どれくらいまで開けられるかという問題です。それ
についてはまだお答え、とにかく第三者委員会に、そういうふうに洗掘した場合のあれを出している
からということなんですが、我々も、それは確かに全開という、そういうことで、樋門の方が問題が
あるならば、またこの委員会で一緒に考えにゃならんことでもありますし、それを我々が考えるとい
うのは非常に無理なこともありますので、最大は大体どの辺ぐらいまで、先ほど洪水のときにマイナ
ス70センチぐらいですか、それまで下げられるということがあるんだったら、それは一時的にかもし
れませんが、そういうのは可能か。絶対だめなのかということ、その辺も聞きたいと思います。

○塚原委員長
だから、事務局にお願いしたいのは、もう少し干満差の上で、きょうはちょっと大潮、小潮だけし
か出ていないけれども、どのくらい開ける、水位を変動させるのか、今おっしゃるように、なるだけ
開度を大きくしようという一般論ではなくて、やはり大潮、小潮でどれだけ……。そこのところは調
整しなきゃいかんわね。調整するといいますか、外は変動しますからね。だから、今度は中も、先ほ
ど時間のタイムラグはあるけれども、出るよね。それをきょうは説明が出たわね。
だから、そういうような変動の中で、さっき菊池先生もおっしゃるように、どれだけ干潟でどうだ
という問題も起こってくるわね。そして、それがまた、要するに海水を入れるということは、海の干
潟にしたいわけでしょう。そうすると、それはまた今度は、生物やら、浄化機能になると、干潟機能
としてはあるタイムラグがまた出てくるわけですね、時間的な。

○菊池委員
それと、難しいのは、今の内部堤防の前面というのは、工事で大分掘ったり、盛り上げたりしてい
ますから、それの部分は、ただ海水を入れたからといって、そのまま元には戻らないでしょうね。で
すから、泥干潟、最初に今すっかり畑になっているあたりまでの岸辺だった泥干潟は、開門してもま
ず戻らないと思います。ですから、それで砂干潟でなく、柔らかい泥干潟でもない、中途の段階でど

、んなものが定着してくるのかというのは、やっぱりちょっと未知のところがあるわけですね。だから
場合によっては、このぐらいの密度で貝をまいてやったら浄化機能がどのくらいあるかと、これはも

、う本当にやらせになってしまいますけれども、３年か５年たたないと自然界では結果が出ないものを
大量にどっかからとってきた貝を、半泥、半砂の干潟で生きられるようなものというのを選別して入
れてみたらどのくらいの浄化機能があるかという話は、これはちょっと余りに実験過ぎて、お勧めも
できないんですけれども、自然に待つといったら、１年、２年では戻らないかもしれないという気も
いたします。

○塚原委員長
だから、従来の干潟とは、またもしできても全然機能的には違うと。
もう少しそういう論議をした上でどうするかということにもなってくるかと思いますが。

○滝川委員
今のお話、全く僕もそう思っていまして、結局、海水を入れて、今の調整池のところの淡水のとこ
ろに海水が入ってきて、それが長期間といいますか、海水を入れたことによってどう変わるかという
ことを調べる、そういう調査になるということです、結果的にですね。
だから、その開門といいますか、諫早湾の潮受け堤防が有明海にどういう影響を与えているという
のを調べるんじゃなくて、あそこの中に海水が入ったらどういう環境になるのかということを調べる
ということをまず前提に考えていかないと、何がわかる、わからないという話じゃなくて、そういう
環境だとこういうふうになるということを調べると、そこの理解が必要だと思うんです。
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○塚原委員長
ほかにございませんか。
それじゃ、大体ご議論は尽きてきたかと思っておりますが、次回をどのような取り組みにするかと
いうところのお考えはございませんでしょうか。委員長はどうも全然……。司会が悪いのかもしれま
せんけれども、先が見えてこない。だから、やはりスポットを当てながら議論が進むようにしていき
たいと思いますので。何か事務局なり委員長が用意するような資料、論議する資料というものはご要
望ございませんでしょうか。
事務局の方で何か考えはございませんか。きょうのご意見の中じゃ、まだこの専門委員会でもっと
論議することがあるのに、時間がないよという御意見も出ておるんですが、どこまで専門委員会とし
て付託事項を詰めておくかということにかかるわけですがね。

○丸山・九州農政局農村計画部長
先ほどご要望のありました資料につきましては、用意できるものについてはちょっと時間がかかっ
たりするかもしれませんが、それはそういうふうに努力して、また皆様方にそれをもとに議論してい
ただくことにはしたいと思います。

○塚原委員長
だけど、もうきょうが９日ですから、月末までにまとめるのに、本来から言うとあと１回というこ
とでございますが、どうもこれは１回じゃまとまりませんので、あと２回ぐらいはおつき合い願わな
いといけないのかなと思っております。だから、もう少しきょうのご議論を踏まえて、まず開門をす
る基準をどこに持っていって、どのような調査項目で、どのようなということを検討しないといかん
わけですね。そして、それが大きく、期待できる結果というものを考えるということになるわけです
が。

○小坂委員
ちょっといいでしょうか。

○塚原委員長
はい、どうぞ。

○小坂委員
きょうほかの委員さん方のやつをここに来てつらつらと断片的に読ませていただいたんですけれど
も、今議論の中でも、いわゆる何がわかるか、短期調査で何が残っているか、また、中・長期で何が
わかるかというところの点で付託されているところ一つとらえても、それぞれの委員さん方で意見が
違うんですよね。私の意見と、またほかの方の意見と。そうすると、その辺のところの論議を幾らし
ていっても、なかなか一つのものにまとめ上げていくというのは非常に難しいと僕は思います。
それともう一つは、県の委員さん方４名で、この後ろには、いわゆる地元の漁業者なり、地元の住

。民なり、その辺のところの配慮というのもやっぱり当然あった上での発言が今ついておるわけですね
だから、これは県から出ている委員さん方は当然のことだと思いますし、専門的な面と、またそうい
う面との御意見というのは、当然出てくると思いますので、そういうことを考えていった場合に、果
たして一つの意見として、今出されている項目ごとに整理できるのかなという、私は若干の不安もあ
るわけです。その辺のところを、総論である程度整理して、各論でいろんな意見が併記できるのかど
うか、その辺のところじゃないかなと思うんですけれども、非常に私は難しいなという、ある程度列
記するような形にならないと難しいのかなと。それで、最終的な判断は、親委員会の方が提言はされ
るわけですから、こういう専門的立場で意見があったということでの提案ではいかがでしょうかと僕
は思うんですけれども。まあ、それは私の意見ですけど。

○塚原委員長
ありがとうございます。
私は皆さん方のご意見は非常に重いと思いますので、一応こういう資料は当然資料として検討会の
方にも出そうと思っておりますが、それにしても、まず今さっきおっしゃった、各論は各論として論
議しておいて、そして、総論とさっきおっしゃったんですが、そこをどういう形でまとめるかという
ところが必要だと思います。その総論は難しいから、一応このような全体のまとめとしてはこうだと
いうことを考えなきゃならんのかなと思っておりますが、何か今のような御意見に対してご議論賜る
ことはございませんでしょうか。
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それでは、もう皆さんからのご意見も出尽くしたかと思いますので、次回、皆様方の予定を聞いて
おりますと、なかなか全員おそろいになるのは、きょうもお二人欠席でございまして、お忙しい方々
でございますが、ちょっとご提案したいんですが、きょうの資料はひとつよろしく皆さんお目通し願
っておいて、そして、10日後の19日ごろはいかがかと思っておりますが、いかがでしょうか。
予定は聞いておりまして、やっぱりもう都合が悪いという方はもちろんあるんですけれども、次々
と詰めなきゃいけません。有明海の再生にかかわる、将来にかかわる重要な案件でございますので、
何とかおつき合い願いたいと思いますが、19日はいかがでしょうか。お二人の方がきょうおられない
んですけど。とにかく何とか月末ごろにはまとめていきたいと、粗々ですね。そして、文案までいく
と、もう一つ考えなきゃいかんのかなと思っておりますけれども。
お約束はとにかく11月末までということで、これは検討会議の方で予定されているのはいつといつ
ですか。

○河野・農地整備課長
11月18日。その次が12月３日です。

○塚原委員長
３日までにはまとめておく必要があるわけですね。そうでもないですか。それは多少延びてもいい
ですか。なるだけ予定には合わせていきたいと思いますけど。
検討委員会で、こんなまとめじゃ、おれたち判断するのに困るから再度専門委員会やれというよう
なことはないんでしょうね。

○河野・農地整備課長
どういう議論がこちらでなされているかというのは、事務局ベースで逐次報告をしていただくとい
うようなことは考えておりますので、九州では何やっているんだというようなことにはならないよう
に配慮したいと思っています。

○塚原委員長
そうですか。わかりました。

○丸山・九州農政局農村計画部長
委員長、済みません。今のに関連しましてですね、検討会議が18日にあるということですけれど、
今までのこちらの専門委員会での検討経過を一応その会議では事務的にご報告しようと考えておりま
したので、よろしくお願いしたいと思います。

○塚原委員長
それならいいね、19日ならね （ 11月19日ですか」と呼ぶ者あり）19日、だめですか （ 私は、学。「 。「
会の真っ最中です」と呼ぶ者あり）途中でお帰りいただくわけには…… （ 17、18、19、20と４日間。「
缶詰です」と呼ぶ者あり）ちょっと１日、日帰りで……。
できれば何とかその辺のところでやりたいんですが、いかがでしょうか。

。「 。先生は何日まで、22日まで （ 22日土曜日なら何とかなります」と呼ぶ者あり）ああ、そうですか
（ 22日は私が……」と呼ぶ者あり）無理ですか、19日は。「
23日はどうですか。お休み。何とか23日ぐらいに……（ 私が予定が入っています」と呼ぶ者あり）「
そうですか （ 学会が22、23、24日なんです」と呼ぶ者あり）。「

。25日、いいですか。じゃあ、25日させていただきましょうか。先生、いいですね。何日までですか
（ 25日は一日じゅう講義、授業が入っております」と呼ぶ者あり）一日じゅうですか （ 一日じゅ「 。「
う 「私、２時半以後だったら間に合いますけれども」と呼ぶ者あり）25日 （ 25日、午前中講義があ」 。「
って、飛び出してきて、この前もちょっと遅刻いたしましたけれども、ぎりぎり……」と呼ぶ者あ
り）ありましたね （ 26日にしますか」と呼ぶ者あり）26日 （ 26日だったら何とかなるかも」と呼。「 。「
ぶ者あり）私は、26日いっぱい詰まっているですもんな。
27日 （ 27日はあいています 「27日は私ちょっと用事があります」と呼ぶ者あり）ありますか。。「 」
（ 私も26日の方がいいです」と呼ぶ者あり）26日は、私がね……。「
またもとへ戻って19日はどうですか （ 滝川先生、何とか日帰りで帰ってきて」と呼ぶ者あり）何。「
とか……（ 私はちょっと無理ですね」と呼ぶ者あり）そうですか。一応じゃあ、19日に一遍やらせて「
いただきましょうか。なるだけ早目に、先生済みませんけど、できたら……。そして、あとはまた２
回ぐらいやらにゃいかんでしょうな。いや、３回か。これだけ議論が出ていますので。じゃあ、19日
の午後ということで、また１時からぐらいで少し時間をとっていただいて、十分論議をひとつ重ねた



- 40 -

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、大体もう時間も超過してきておりますけれども、本日の会議はこれで終わらせていただ
きます。どうもご苦労さまでございました。
今までの資料いろいろ出ておりますので、ごらんいただいておいて、そして、次回の19日までにご
要望のある資料がありましたら、事務局の方に御連絡ください。
そして、ひとつ場長さん方にお願いするのは、やはりノリの不作なりなんなりの生産状況と、その
ときの原因とかなんとかいうようなもの、わかっているものはひとつご紹介いただくということでよ
ございますね。よろしくお願いします。
それから、ノリ以外も大事なことですから、タイラギその他についてもよろしくお願いしたいと。
これについては、皆さんお忙しいんですから、いつ来いとおっしゃっていただけば事務局の方が出向
いて資料をいただいて、整理の方は事務局でいたします。
それじゃ、本日はどうもありがとうございました。

○田島・九州農政局整備部次長
１点ちょっと事務局の方からでございますが、きょうの議論の結果は、従来プレス概要という形で
プレスに報告をさせていただいておるんですが、きょう非常に議論がたくさんございまして、どうい
うふうな取り扱いをさせていただきましょうか。今打ってはいるんですが、非常に……

○塚原委員長
きょうはもうこれであれして、あとは私、委員長残りますから、皆さんと打ち合わせます。お任せ
くださいますか、きょうの議論の集約。

○伊勢田委員
できたらいただきたいんですけどね。

○塚原委員長
お送りします。

○白島委員
私もいただきたい。

○塚原委員長
そうですか。じゃあ、待っていただけますか。どうぞ皆さん、きょうはお休みで忙しいところ集ま
っていただいていますので、ご必要な方はきょうお残りくださいませんか。そして、必要によっては
ファクスで皆さんの方にまたお届けはいたします。
それじゃ、本日はこれで終わらせていただきます。

○田島・九州農政局整備部次長
どうもありがとうございました。それでは、プレス概要の件につきましては今からやるということ
で、とりあえずここで締めさせていただくということでよろしゅうございますか。
では、最後に上野整備部長の方からあいさつをさせていただきます。よろしくお願いします。

○上野・九州農政局整備部長
どうも委員の皆様方、長時間にわたりますご議論いただきまして、ありがとうございました。
実質的には、前回から付託された事項についての委員の皆様方のご意見を、何分内容的に多岐にわ
たりますし、内容も非常に難しいということもございますので、先生方には大変ご迷惑をおかけする
と思います。また限られた時間の中での議論ということで、いろんな制約条件があって申しわけなく
思っておりますけれども、何とか早急なご結論をお願いいたしまして、お礼のあいさつにかえさせて
いただきます。どうもありがとうございました。


